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2.48 放射性物質分析・研究施設第2棟 

2.48.1 基本設計 

 2.48.1.1 設置の目的 

 放射性物質分析・研究施設第 2棟（以下「第 2 棟」という。）は，福島第一原子力発電所（以下「発

電所」という。）で発生した燃料デブリ等の性状を把握することにより，その安全な取り出し等の作業

の推進に資する情報を取得するため，分析・試験を行うことを目的とする。 

 

2.48.1.2 要求される機能 

 第 2 棟においては，燃料デブリ等について，目的に応じた分析・試験を行えること。 

 また，第 2棟内で取り扱う放射性物質については，必要に応じて遮へいや漏えい防止・汚染拡大防止

等を行うことにより，敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。 

 

2.48.1.3 設計方針 

第 2 棟の安全対策は，他の特定原子力施設の設計を参考にしつつ，「特定原子力施設への指定に際し

東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について」を満たした設

計とする。 

また，既存の核燃料物質等の使用施設を参考にしつつ，合理的に対応可能な範囲で，「使用施設等の

位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「使用許可基準規則」という。）についても考慮した設

計とする。 

 

2.48.1.3.1 燃料デブリ等の分析・試験 

 燃料デブリ等に対する一連の分析・試験を行うため，第 2 棟には，コンクリートセル，鉄セル，グロ

ーブボックス，フード，分析室及びα・γ測定室等を設置する。また，放射能分析，化学分析，物性測

定等の分析・試験を行うことができるようにする。 

 

2.48.1.3.2 放射性の固体廃棄物の考慮 

 第 2 棟で発生する放射性の固体廃棄物（以下「第 2 棟固体廃棄物」という。）については，低線量の

第 2 棟固体廃棄物は，固体廃棄物払出準備室にて一時的に保管し，高線量の第 2 棟固体廃棄物は，第 2

棟内のコンクリートセル又は試料ピットにて一時的に保管する。 

 

2.48.1.3.3 放射性の液体廃棄物の考慮 

 第 2 棟では，放射性の液体廃棄物（以下「第 2 棟液体廃棄物」という。）として，分析廃液，設備管

理廃液，塩酸含有廃液及び有機廃液が発生する。第 2 棟で発生する第 2 棟液体廃棄物については，性

状に応じて適切に処理し，受槽及び保管ラックにて一時的に保管ができるようにする。第 2 棟液体廃

棄物を一時的に保管するための設備については，次の各項を考慮した設計とする。 

① 機器，配管等には環境や内部流体の性状に応じた適切な材料を使用するとともに，受槽には液位

計を設置する。 

② 液体廃棄物一時貯留設備については，万一，液体状の放射性物質が漏えいした場合の拡大を防止
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するため，堰を設置する。堰は，堰内に設置する受槽及び保管ラックの漏えい廃液を全量保持でき

る容量とする。また，堰内は液体が浸透しにくく，腐食しにくいエポキシ樹脂にて塗装する。第 2

棟液体廃棄物が堰内に漏えいした場合は，堰内に設置した漏えい検知器により検知する。 

③ 液位計，漏えい検知等の警報については，異常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるように

する。 

なお，コンクリートセル，鉄セル及びグローブボックス（以下「セル等」という。）にて発生した放

射能濃度の高い第 2 棟液体廃棄物は，コンクリートセル及びグローブボックスにて固化処理後に第 2

棟固体廃棄物として払い出す。 

 

2.48.1.3.4 放射性気体廃棄物の考慮 

 換気空調設備については，コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス，フード等の排気を，高性

能フィルタにより，放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後，第 2 棟の排気口から放出する

設計としており，放出された放射性物質の濃度は，試料放射能測定装置により，「東京電力株式会社福

島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」

（平成二十五年四月十二日原子力規制委員会告示第三号）に定める濃度限度を下回ることを確認する。 

 

2.48.1.3.5 構造強度 

 第 2 棟の建屋は「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成 25 年 8

月）に従った設計とする。 

 第 2 棟の設備（機器，配管等）の構造強度は「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設

規格」に従うことを基本方針とし，必要に応じて日本産業規格や製品規格に従った設計とする。 

 

2.48.1.3.6 耐震性 

 第 2 棟の建屋及び設備の耐震設計は，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成 18 年 9

月 19 日）（以下「耐震設計審査指針」という。）に従った設計とする。 

また，地震による機能喪失を想定した場合の影響を評価し，耐震設計審査指針に基づき定めた耐震ク

ラスが「使用許可基準規則」を考慮した設計であることを確認する。 

 

2.48.1.3.7 火災防護 

 第 2 棟は，火災により安全性が損なわれることを防止するために，火災の発生防止対策，火災の検知

及び消火対策並びに火災の影響の軽減対策を適切に組み合わせた措置を講ずる。 

放射性物質を取り扱うコンクリートセル，鉄セル，グローブボックス及びフードは，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，分析・試験では少量の可燃物しか取り扱わないようにす

る。また，試薬使用時には，防爆仕様の加熱機器を用いる等の火災防護上の措置を講ずるとともに，危

険物が発生するおそれがある場合には，中和，希釈等の安定化処理を行う。 

セル等に対しては，温度計及び窒素ガス消火設備を設置し，火災の早期検知，消火活動の円滑化を図

る。 

また，水の放射線分解による水素発生と水素ガス使用機器からの漏えいに対しは，換気による希釈と
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帯電防止対策を行う。 

 

2.48.1.3.8 被ばく低減 

 第 2 棟は，放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減できるよう

に，遮へい，機器の配置，放射性物質の漏えい防止，換気等の所要の放射線防護上の措置を講じた設計

とする。 

 また，敷地周辺の線量を達成できる限り低減するため，遮へい等の所要の放射線防護上の措置を講じ

た設計とする。 

 

2.48.1.3.9 閉じ込め機能 

 放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質の漏えいを防止する設計とする。万一，放射性物質が漏え

いした場合には，その漏えいを検知する機能を設ける。 

 セル等は換気空調設備にて内部を負圧にする設計とする。セル等の負圧維持機能を有する換気空調

設備は 2 式設置し，外部電源も 2系統確保する。さらに，万一，外部電源が喪失した場合でも負圧維持

が継続できるように，予備電源設備を設置する。 

 なお，窒素ガス消火設備により消火を行う場合においても負圧維持を図る。 

耐震クラスを超える地震による電源設備の破損等により，排風機を作動することができない場合（負

圧維持機能が喪失した場合）は，セル等の構造（セル等，排気管（ダクト），弁，給排気系のフィルタ）

で放射性物質を閉じ込める。 

放射性物質を取り扱うフードの開口部については，一定の風速を満たす設計とする。 

 放射性物質を取り扱う室の壁，床等で汚染のおそれのある部分の表面は平滑で，気体又は液体が浸透

しにくく，腐食しにくいエポキシ樹脂等で塗装する。 

 

2.48.1.3.10 臨界防止 

 第 2 棟は，核燃料物質を含む燃料デブリ等を取り扱うため，臨界防止のための方策を講ずる。第 2 棟

では，燃料デブリ等の取扱量及び形状を制限することで，燃料デブリ等に含まれる核燃料物質が臨界に

達しない設計とする。 

 コンクリートセルでは，燃料デブリ等を分析・試験で取り扱う際，形状等が変化する前処理を行うた

め，コンクリートセル全体の燃料デブリ等について，規定の重量以下とする質量管理を行う。試料ピッ

トでは，規定の重量以下であることを確認した上で，臨界防止を考慮した形状の試料ピットに一時的に

保管することで質量管理及び形状管理を行う。 

なお，鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室においては取り扱う燃料デブリ等が少量であるため，臨

界に至らない。 

 また，万一，臨界が発生した場合は，γ線エリアモニタ，中性子線エリアモニタによって臨界及びそ

の継続性を検知することができる設計とする。 

 

2.48.1.4 供用期間中に確認する項目 

 第 2 棟から放出する排気については，放射性物質の濃度を環境に放出可能な値までに低減できてい
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ること。 

 

2.48.1.5 主要な機器 

2.48.1.5.1 分析・試験設備 

 分析・試験のための設備は，コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス，フード及び各種分析装

置から構成する。燃料デブリ等を第 2 棟に搬入した後は，燃料デブリ等を各種分析装置で分析可能な

形態にするために，コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス及びフード内において試料の調製を

行った後，放射能測定装置，化学分析装置，物性測定装置等を用いて分析・試験を行う。また，各種分

析装置の校正等の目的で，コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス，フード及びα・γ測定室に

おいて標準試料を取り扱う。 

 コンクリートセルでは，高線量の燃料デブリ等が収納された容器から燃料デブリ等を取り出して外

観確認等を実施し，切断，研磨，粉砕，溶解等の試料調製を行い，分析・試験に必要な量を採取する。 

 鉄セルでは，コンクリートセルにて採取された試料に対して，各種装置による分析・試験又は核種分

離などの前処理を行い，分析に必要な量を採取する。 

 グローブボックスでは，鉄セルにて採取された試料に対して核種分離などの前処理を行い，分析に必

要な量を採取する。また，試料調製後の試料に対して，各種分析装置にて分析を行う。 

 フードでは，グローブボックスにて採取された試料の搬出及びマイラー処理などの試料調製を行う。 

 α・γ測定室では，試料調製後の試料に対して，各種分析装置にて分析を行う。 

 燃料デブリ等から採取した試料の一部，試料採取時に発生した小片等の残試料，分析・試験後の試料

等をコンクリートセル又は試料ピットにて一時的に保管する。 

 

2.48.1.5.2 固体廃棄物払出準備設備 

 第 2 棟固体廃棄物は，一時的に保管ができるようにする。一時的に保管した第 2 棟固体廃棄物は，

発電所内の放射性の固体廃棄物等の管理施設等に払い出す。 

 

2.48.1.5.3 液体廃棄物一時貯留設備 

第 2 棟液体廃棄物は，一時的に保管ができるようにする。一時的に保管した第 2 棟液体廃棄物（中

和した分析廃液，設備管理廃液及び塩酸含有廃液並びに有機廃液）を発電所内の放射性の液体廃棄物関

連施設に払い出す。本設備は，廃液の受槽，配管，廃液の移送を行うポンプ等で構成される。分析廃液

受槽，主要配管等については，主に硝酸に対する耐食性を考慮する必要があることから，耐食性に優れ

た SUS316L を使用する。硝酸を含まない設備管理廃液受槽，主要配管等については，SUS304 を使用す

る。 

 

2.48.1.5.4 換気空調設備 

コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス，フード等の排気は，高性能フィルタを有したフィル

タユニットにて放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後，排風機を介して第 2 棟の排気口か

ら大気放出する。 

なお，セル等の給気側は，排風機停止等に伴う漏えいを考慮し，高性能フィルタを設置する。 
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2.48.1.5.5 放射線管理設備 

第 2 棟の排気口において排気中の放射性物質濃度をモニタリング設備（試料放射能測定装置）によ

り確認する。 

また，管理区域の作業環境管理，作業員の被ばく管理を適切に実施するため，管理区域内にエリアモ

ニタ等を設置する。 

 

2.48.1.5.6 遮へい壁 

燃料デブリ等，固体廃棄物払出準備設備，液体廃棄物一時貯留設備からの放射線に対して，放射線業

務従事者等を保護するため，必要に応じてコンクリート等の壁・天井による遮へいを行う。 

また，敷地周辺の線量を達成できる限り低減するために，燃料デブリ等，固体廃棄物払出準備設備，

液体廃棄物一時貯留設備からの放射線について，コンクリート等の壁・天井による遮へいを行う。 

 

2.48.1.5.7 第 2 棟の建屋 

発電所西門北側の第 1 棟に隣接して配置する第 2 棟の建屋は，鉄筋コンクリート造の地下 1 階，地

上 2 階で，平面が約 35m（東西方向）×約 28m（南北方向）の建物で，地上高さは約 17m である。 

 

2.48.1.6 自然災害対策等 

2.48.1.6.1 津波 

第 2 棟は，アウターライズ津波が到達しないと考えられる T.P.＋約 40m の場所に設置するため，津

波の影響は受けない。 

 

2.48.1.6.2 火災 

第 2 棟の建屋は，建築基準法及び関係法令に基づく耐火建築物とし，可能な限り不燃性材料又は難

燃性材料を使用する。 

建屋内に設置する火災検知器及び消火設備（屋内消火栓設備及び消火器）は，早期消火を行えるよう

消防法，消防法施行令及び消防法施行規則に基づいた設計とする。建屋は，防火区画を設置し，消防設

備と組み合わせることにより，火災の影響を軽減する設計とする。 

なお，主要構造部の外壁（鉄筋コンクリート造）は，延焼を防止するために必要な耐火性能を有する

設計とする。 

外部火災に対しては，建屋内設備は建屋で防護し，屋外設備は消火活動により防護する。消火活動が

可能なように，消防水利を「消防水利の基準」（平成二十六年十月三十一日消防庁告示第二十九号）に

基づき設置する。また，第 2 棟周囲の森林から第 2 棟建屋までは 20m 以上確保する。 

 

2.48.1.6.3 その他の自然災害（台風，積雪等） 

台風など暴風時に係る建屋の設計は，建築基準法及び関係法令に基づく風圧力に対して耐えられる

ようにする。 

なお，その風圧力は，その地方における観測記録に基づくものとする。豪雨に対しては，構造設計上

考慮することはないが，屋根面の排水等，適切な排水を行うものとする。 
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その他自然現象として，積雪時に係る建屋の設計は，建築基準法及び関係法令，福島県建築基準法施

行細則第 19 条に基づく積雪荷重に耐えられるようにする。 

なお，その積雪荷重は，その地方における垂直積雪量を考慮したものとする。 

 

2.48.1.7 構造強度及び耐震性 

2.48.1.7.1 強度評価の基本方針 

第 2 棟の建屋の構造強度は，「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 

平成 25 年 8 月）に従った設計とする。 

第 2 棟を構成する設備（機器，配管等）のうち，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」において，クラス 3に位置付けられる機器，配管等については，「JSME S NC-1 発電用原

子力設備 規格 設計・建設規格」に従った設計・製作・検査を行う。クラス 3に該当しない機器，配

管等については，必要に応じて日本産業規格や製品規格に従った設計・製作とする。 

 

2.48.1.7.2 耐震性評価の基本方針 

第 2 棟の建屋及び設備の耐震設計は，耐震設計審査指針に従うものとする。 

また，その耐震性を評価するに当たっては，「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」を準

用する。 

地震による機能喪失を想定した場合の影響を評価し，耐震設計審査指針に基づき定めた耐震クラス

が「使用許可基準規則」を考慮した設計であることを確認する。 

 

2.48.1.8 機器の故障への対応 

2.48.1.8.1 機器の単一故障 

（1） 負圧維持機能を有する動的機器の故障 

第 2 棟の負圧維持機能を有する動的機器に関しては，2 式設置する。負圧維持機能を有する動的機

器が故障した場合でも，待機している機器が起動することにより負圧を維持する。 

 

（2） モニタリング設備の故障 

試料放射能測定装置は，2 チャンネルを有し，1チャンネル故障時でも他の 1 チャンネルで第 2 棟

の排気口における放射性物質濃度を確認可能とする。 

 

（3） 電源喪失 

第 2 棟の外部電源は 2系統より受電する設計とし，1 系統からの受電が停止した場合でも全ての負

荷に給電できる構成とする。外部電源が喪失した場合でも，必要な設備に給電する予備電源設備を設

置する。 

 

2.48.1.8.2 複数の設備が同時に機能喪失した場合 

第 2 棟の換気空調設備の排風機が複数同時に機能喪失した場合は,速やかに分析作業等を中止する。 

なお，排風機を作動することができず負圧にできない場合は，セル等の構造（セル等，排気管（ダク
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ト），弁，給排気系のフィルタ）で放射性物質を閉じ込める。 
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 2.48.2 基本仕様 

2.48.2.1 主要仕様 

2.48.2.1.1 分析・試験設備 

（1） コンクリートセル 

名称 コンクリートセルNo.1～4 

コンクリートセル 

主要材料 - 普通コンクリート 

遮へい厚 ㎜ 

床     以上 

側壁    以上 

天井    以上 

ライニング 材料 SUS304 

備考 

天井ポート （セルNo.1，2，4） 

側面ポート （セルNo.1） 

背面遮へい扉（セルNo.1～4） 

 

（2） 鉄セル 

名称 鉄セル 

インナーボックス 

主要寸法 

（外寸） 

高さ ㎜ 1800 

幅 ㎜ 4760 

奥行 ㎜ 1700 

主要材料 - SUS304 

遮へい体 
材料 - SS400 

厚さ mm 160 以上 

基数 基 1 

備考 - 
コンクリートセルNo.4と鉄セル，鉄セルと

GB-No.1はポートにて接続 

 

（3） グローブボックス 

名称 GB-No.1 GB-No.2 GB-No.3 GB-No.4 

本体寸法 

高さ ㎜ 1000 1000 1500 1000 

幅 ㎜ 1000 1000 1300 1000 

奥行 ㎜ 2000 2000 2000 2000 

主要材料 - SUS304 

基数 基 1 1 1 1 

備考 - 鉄セルとGB-No.1はポートにて接続 

 

 

 



Ⅱ-2-48-9 
 

（4） フード 

吸引能力      面速 0.5 m/s 以上（1/2 開口状態） 

基数   4 基 

 

2.48.2.1.2 換気空調設備 

（1） セル・グローブボックス用排風機 

名称 セル・グローブボックス用排風機 A，B 

主要寸法 高さ ㎜ 1160 

幅 ㎜ 900 

奥行 ㎜ 1700 

材料 - SS400 

容量 m3/h/基 6000 

基数 基 2 

 

（2） フード用排風機 

容量   6000 m3/h/基 

基数   2 基 

 

（3） 管理区域用排風機 

容量  58100 m3/h/基 

基数   2 基 

 

（4） 管理区域用送風機 

容量  70100 m3/h/基 

基数  2 基 

 

（5） セル・グローブボックス用排気フィルタユニット 

名称 セル・グローブボックス用排気フィルタユニット

A，B 

主要寸法 高さ ㎜ 2550 

幅 ㎜ 2000 

奥行 ㎜ 1000 

材料 ケーシング - SUS304 

容量 m3/h/基 6000 

基数 基 2 
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名称 

 

セル・グローブボックス用排気フィルタユニット

C，D 

主要寸法 高さ ㎜ 2600 

幅 ㎜ 1000 

奥行 ㎜ 1000 

材料 ケーシング - SUS304 

容量 m3/h/基 1600 

基数 基 2 

 

（6） フード用排気フィルタユニット 

容量   6000 m3/h/基 

基数   2 基 

 

（7） 管理区域用排気フィルタユニット 

 容量   8300 m3/h/基 

基数   8 基 
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（8） 主要排気管*1 

名称 仕様 

コンクリートセル排気口から排気母管ま

で 

外径/厚さ 

 

 

 

㎜ 114.3/3.0 

139.8/3.4 

165.2/3.4 

267.4/4.0 

材料 - SUS304TP 

鉄セル排気口から排気母管まで 

外径/厚さ 

 

㎜ 165.2/5.0 

216.3/6.5 

材料 - SUS304TP 

グローブボックス排気口から排気母管ま

で 

外径/厚さ 

 

㎜ 114.3/4.0 

165.2/5.0 

材料 - SUS304TP 

排気母管 

外径/厚さ 

 

 

 

 

㎜ 165.2/3.4 

216.3/4.0 

267.4/4.0 

355.6/11.1 

457.2/14.3 

材料 - SUS304TP 

排気母管からセル・グローブボックス用排

気フィルタユニット入口まで 

外径/厚さ ㎜ 609.6/17.5 

材料 - SUS304TP 

セル・グローブボックス用排気フィルタユ

ニット出口から第2棟の排気口入口まで 

寸法/厚さ 

 

 

㎜ 559.0×559.0/4.5 

659.0×659.0/4.5 

706.4/3.2 

材料 - SS400 

＊1：コンクリートセル，鉄セル及びグローブボックスの排気口出口から第 2 棟の排気口入口まで 
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2.48.2.1.3 液体廃棄物一時貯留設備 

（1） 分析廃液受槽 A，B 

名称 分析廃液受槽 A，B 

高使用圧力 MPa 静水頭 

高使用温度 ℃ 60 

主要寸法 高さ（外寸） ㎜ 2330 

胴径（内寸） ㎜ 1500 

厚さ ㎜ 6 

材料 - SUS316L 

容量 m3 3 

基数 基 2 

 

（2） 分析廃液移送ポンプ 

容量      3 m3/h/基 

基数   1 基 

 

（3） 分析廃液回収ポンプ 

容量      3 m3/h/基 

基数   1 基 

 

（4） 設備管理廃液受槽 A，B 

名称 設備管理廃液受槽 A，B 

高使用圧力 MPa 静水頭 

高使用温度 ℃ 60 

主要寸法 高さ（外寸） ㎜ 2960 

胴径（内寸） ㎜ 2000 

厚さ ㎜ 6 

材料 - SUS304 

容量 m3 7 

基数 基 2 

 

（5） 設備管理廃液移送ポンプ 

容量      7 m3/h/基 

基数   1 基 

 

（6） 設備管理廃液回収ポンプ 

容量      3 m3/h/基 

基数   1 基 
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 （7） 主要配管 

名称 仕様 

分析廃液受槽出口から分

析廃液移送ポンプ入口ま

で（鋼管） 

呼び径/厚さ 

材料 

高使用圧力 

高使用温度 

40A/Sch20S 

SUS316L 

0.4MPa 

60℃ 

分析廃液移送ポンプ出口

から分析廃液払出口まで 

（鋼管） 

呼び径/厚さ 

 

 

材料 

高使用圧力 

高使用温度 

25A/Sch20S 

40A/Sch20S 

50A/Sch20S 

SUS316L 

0.4MPa 

60℃ 

分析廃液受槽出口から分

析廃液回収ポンプ入口ま

で（鋼管） 

呼び径/厚さ 

材料 

高使用圧力 

高使用温度 

40A/Sch20S 

SUS316L 

0.4MPa 

60℃ 

分析廃液回収ポンプ出口

から分析廃液払出口まで

（鋼管） 

呼び径/厚さ 

 

 

材料 

高使用圧力 

高使用温度 

25A/Sch20S 

40A/Sch20S 

50A/Sch20S 

SUS316L 

0.4MPa 

60℃ 
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名称 仕様 

設備管理廃液受槽出口か

ら設備管理廃液移送ポン

プ入口まで（鋼管） 

呼び径/厚さ 

 

材料 

高使用圧力 

高使用温度 

40A/Sch20S 

50A/Sch20S 

SUS304 

0.5MPa 

60℃ 

設備管理廃液移送ポンプ

出口から設備管理廃液払

出口まで（鋼管） 

呼び径/厚さ 

 

材料 

高使用圧力 

高使用温度 

25A/Sch20S 

50A/Sch20S 

SUS304 

0.5MPa 

60℃ 

設備管理廃液受槽出口か

ら設備管理廃液回収ポン

プ入口まで（鋼管） 

呼び径/厚さ 

 

材料 

高使用圧力 

高使用温度 

40A/Sch20S 

50A/Sch20S 

SUS304 

0.5MPa 

60℃ 

設備管理廃液回収ポンプ

出口から設備管理廃液払

出口まで（鋼管） 

呼び径/厚さ 

 

 

材料 

高使用圧力 

高使用温度 

25A/Sch20S 

40A/Sch20S 

50A/Sch20S 

SUS304 

0.5MPa 

60℃ 

 

（8） 漏えいの拡大を防止するための堰その他の設備 

名称 液体廃棄物一時貯留室 漏えい防止堰 

主要寸法 

堰高さ (1) 分析廃液受槽側：40cm 以上 

(2) 設備管理廃液受槽側：60cm 以上 

床・壁の塗装 床面及び床面から堰高さ以上までの壁面 

材料 
堰 鉄筋コンクリート 

床・壁の塗装 エポキシ樹脂 

 

（9） 漏えい検出装置及び警報装置 

名称 漏えい検出装置 警報装置 

検出器の種類 電極式 - 

取付箇所 液体廃棄物一時貯留室 液体廃棄物一時貯留設備電気品室 
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2.48.2.1.4 放射線管理設備 

（1） モニタリング設備 

名称 検出器の種類 測定範囲 取付箇所 

ダスト放射線モニタ シンチレーション 10-1～104 s-1 換気空調設備室（1） 

合計 2 チャンネル 

（監視・記録は放射線監視室） 

ガス放射線モニタ シンチレーション 10-1～104 s-1 換気空調設備室（1） 

合計 2 チャンネル 

（監視・記録は放射線監視室） 

 

（2） エリアモニタ等 

名称 検出器の種類 測定範囲 取付箇所 

γ線エリアモニタ 半導体検出器 10-1～104  

μSv/h 

換気空調設備室（1），液体廃

棄物一時貯留室，固体廃棄物

払出準備室，分析室，オペレ

ーションエリア，サービスエ

リア（1），（2） 

中性子線エリアモニタ 3He 計数管検出器 10-2～105  

μSv/h 

オペレーションエリア，サー

ビスエリア（1） 

α/β線ダストモニタ シンチレーション 10-1～104 s-1 固体廃棄物払出準備室，分析

室，サービスエリア（1） 

β線ダストモニタ 半導体検出器 10-1～104 s-1 液体廃棄物一時貯留室 

エアスニファ - - 換気空調設備室（1），液体廃

棄物一時貯留室，液体廃棄物

一時貯留設備電気品室，MSM 保

守/保管室，固体廃棄物払出準

備室，分析室，α・γ測定

室，放射線測定室，試薬調製

室，オペレーションエリア，

ローディングドック，サービ

スエリア（1），（2），更衣室・

汚染検査室 
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2.48.2.1.5 遮へい 

種 類 遮へい厚 

（mm） 
冷却方法 材 料 

線源部屋 隣接部屋 

固体廃棄物 

払出準備室 

北壁（地下1階） 

換気空調設備室(2) 
595 自然冷却 普通コンクリート 

（密度2.1g/cm3以上） 
西壁（地下1階） 

換気空調設備室(1) 
995 

西壁（地下1階） 

測定機器室 
1295 

西壁（地下1階） 

MSM保守/保管室 
995 

天井（1階） 

ローディングドック 
495 

液体廃棄物 

一時貯留室 

天井（1階） 

オペレーションエリア 
495 

測定機器室 

北壁（地下1階） 

換気空調設備室(1) 
995 

東壁（地下1階） 

固体廃棄物払出準備室 
1295 

南壁（地下1階） 

MSM保守/保管室 
995 

西壁（地下1階） 

液体廃棄物一時貯留設備

電気品室 

995 

天井（1階） 

換気空調設備室(1) 
845 

測定機器室 

(中間階高さ) 

北壁（地下1階） 

換気空調設備室(1) 
995 

東壁（地下1階） 

固体廃棄物払出準備室 
1295 

南壁（地下1階） 

MSM保守/保管室 
995 

西壁（地下1階） 

換気空調設備室(1) 
895 

コンクリートセル

No.1 

北壁（1階） 

サービスエリア 

東壁（1階） 

ローディングドック 

南壁（1階） 

オペレーションエリア 

天井（2階） 

サービスエリア 

床（地下1階中間階） 

測定機器室 
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種 類 遮へい厚 

（mm） 
冷却方法 材 料 

線源部屋 隣接部屋 

コンクリートセル

No.2 

北壁（1階） 

サービスエリア 
自然冷却 普通コンクリート 

（密度2.1g/cm3以上） 
南壁（1階） 

オペレーションエリア 

天井（2階） 

サービスエリア 

床（地下1階中間階） 

換気空調設備室(1) 

コンクリートセル

No.3 

北壁（1階） 

サービスエリア 

南壁（1階） 

オペレーションエリア 

天井（2階） 

サービスエリア 

床（地下1階中間階） 

換気空調設備室(1) 

コンクリートセル

No.4 

北壁（1階） 

サービスエリア 

南壁（1階） 

オペレーションエリア 

西壁（1階） 

分析室 

天井（2階） 

サービスエリア 

床（地下1階中間階） 

換気空調設備室(1) 

分析室 
鉄セル床（地下1階） 

換気空調設備室(1) 
495 

α・γ測定室 
東壁（1階） 

電気設備室(1) 
245 
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2.48.3 添付資料 

添付資料－1 第 2 棟の全体概要図 

添付資料－2 第 2 棟の機器配置図 

添付資料－3 第 2 棟の主要分析機器一覧表 

添付資料－4 第 2 棟の燃料デブリ等フロー図 

添付資料－5 第 2 棟の放射性廃棄物フロー図 

添付資料－6 第 2 棟の換気空調設備概略系統図  

添付資料－7 第 2 棟の液体廃棄物一時貯留設備概略系統図 

添付資料－8 第 2 棟の施設外への漏えい防止能力についての計算書 

添付資料－9 第 2 棟の液体廃棄物一時貯留設備及び換気空調設備における適切な材料の使用 

について 

添付資料－10 第 2 棟の液体廃棄物一時貯留設備に関する警報について 

添付資料－11 第 2 棟の遮へいに関する検討書 

添付資料－12 第 2 棟の臨界に関する検討書 

添付資料－13 第 2 棟の火災防護に関する説明書及び消火設備の取付箇所を明示した図面 

添付資料－14 第 2 棟の安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面 

添付資料－15 第 2 棟の非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 

添付資料－16 第 2 棟の緊急時対策について 

添付資料－17 第 2 棟の運転員の誤操作の防止について 

添付資料－18 第 2 棟の機器構造図 

添付資料－19 第 2 棟の設置について 

添付資料－20 第 2 棟の建屋の構造強度及び耐震性に関する検討結果 

添付資料－21 第 2 棟の設備の構造強度に関する検討結果 

添付資料－22 第 2 棟の設備の耐震性に関する検討結果 

添付資料－23 第 2 棟の放射線を監視する設備の配置図 

添付資料－24 第 2 棟のセル等の放射性物質の閉じ込めについて 

添付資料－25 第 2 棟で取り扱う燃料デブリ等，標準試料の量について 

添付資料－26 第 2 棟に係る確認事項 
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添付資料－2 
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添付資料－3 

 

第2棟の主要分析機器一覧表 

分析機器 数量 

蛍光Ｘ線分析装置（XRF） 

光学顕微鏡 

硬さ試験機 

電子線マイクロアナライザ 

ガスクロマトグラフ 

イオンクロマトグラフ 

高周波誘導結合プラズマ質量分析装置 

高周波誘導結合プラズマ発光分析装置 

アルファ線スペクトロメータ 

ガンマ線スペクトロメータ 

液体シンチレーションカウンタ 

ガスフローカウンタ等 

一式 
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第 2 棟の液体廃棄物一時貯留設備概略系統図 

分析廃液

分析廃液移送ポンプ

分析廃液回収ポンプ

分析廃液受槽A 分析廃液受槽B

払出し

フードNo.1，ドラフトチャンバー，
流し台-1，2

設備管理廃液

設備管理廃液移送ポンプ

設備管理廃液回収ポンプ

設備管理廃液受槽A 設備管理廃液受槽B

汚染検査室，ローディングドック，
換気空調設備室（1）

払出し
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第2棟の施設外への漏えい防止能力についての計算書 

 

1． 液体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価 

液体廃棄物一時貯留設備において，第2棟液体廃棄物を一時的に保管する受槽（以下「受槽」という。）

及び保管ラックは，漏えい拡大防止のための堰内に設置する。堰は，堰内に設置する受槽及び保管ラック

の漏えい廃液を全量保持できる容量とする。表－1に漏えい防止能力の評価を示す。 
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－
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2． 液体廃棄物一時貯留室の堰に関する説明 

液体廃棄物一時貯留室の堰の配置を図－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 液体廃棄物一時貯留室 堰を明示した図 

 

  

分析・研究施設第 2 棟 地下 1 階 

堰の範囲 

漏えい検知器 

設備管理廃液受槽 

分析廃液受槽 

ポンプ 

保管ラック (1)：分析廃液受槽側 

(2)：設備管理廃液受槽側 
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3． 床及び壁の塗装  

3.1 塗装の耐水性 

床，壁はエポキシ樹脂を使用して塗装することにより耐水性を確保する。 

 

3.2 塗装の範囲 

塗装の範囲は，第 2 棟液体廃棄物を内包する受槽及び保管ラックの漏えい廃液を全量保持できるよう

に設計した床，堰及び床面から堰の高さ以上までの壁とする。概念図を図－2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図－2 堰の塗装範囲 

 

4． 配管及び電気配線並びに排気管及び空調ダクトの貫通部 

4.1 配管 

図－1 及び図－2 の堰内の範囲の貫通部は原則として，壁については堰の高さ以上に設け，床につい

ては堰の高さ以上までスリーブを立ち上げる。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施

す。 

 

4.2 電気配線（ケーブルトレイ，電線管） 

図－1 及び図－2 の堰内の範囲の貫通部は原則として，壁については堰の高さ以上に設け，床につい

ては貫通部を設けない。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施す。 

 

4.3 排気管及び空調ダクト 

図－1 及び図－2 の堰内の範囲の貫通部は原則として，壁については堰の高さ以上に設け，床につい

ては貫通部を設けない。やむを得ず堰の高さ未満となる場合には防水処理を施す。 
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第2棟の液体廃棄物一時貯留設備及び換気空調設備における適切な材料の使用について 

 

第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備に対する考慮については，「2.48.1.3.3 放射性の液

体廃棄物の考慮」のとおりである。 

そのうち，適切な材料の使用については，次のとおりである。 

 

第2棟の液体廃棄物一時貯留設備において取り扱う第2棟液体廃棄物には，分析作業において硝酸，ア

ルカリ等による溶解，分離等の作業に伴い発生する廃液や洗浄等によって発生する廃液（分析廃液）と，

塩酸又は液体シンチレーションカウンタ等を使用する分析作業で発生する廃液（塩酸含有廃液又は有機

廃液）がある。 

これらの廃液のうち，分析廃液を一時的に保管する分析廃液受槽，主要配管等については，主に硝酸

に対する耐食性を考慮する必要があることから，耐食性に優れたSUS316Lを使用する。 

硝酸を含まない設備管理廃液を一時的に保管する設備管理廃液受槽，主要配管等については，SUS304

を使用する。 

 

換気空調設備に対する考慮については，「2.48.1.3.4 放射性気体廃棄物の考慮」のとおりである。換

気空調設備は，コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス，フード等の排気を，高性能フィルタに

より，放射性物質を十分低い濃度になるまで除去した後，第2棟の排気口から放出する設計としている。

この設計に関連した主要排気管には SUS304 を使用する。 
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第2棟の液体廃棄物一時貯留設備に関する警報について 

 

第2棟液体廃棄物を一時的に保管するための設備に対する考慮については，「2.48.1.3.3 放射性の液

体廃棄物の考慮」のとおりである。 

 

そのうち，受槽水位については，分析廃液受槽，設備管理廃液受槽に設置した液位計により検知し，

漏えい検知については，液体廃棄物一時貯留室内の漏えい防止堰に設置した漏えい検知器により検知す

る。 

 

受槽水位，漏えい検知等の警報については，上記の液位計及び漏えい検知器が異常を検知した際に，

異常の発生を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにするため，制御室において第2棟液体廃棄

物を一時的に保管するための設備の運転状態を監視できるようにするとともに，警報発報時には運転員

がこの警報に係る異常に対して適切な対応を行う。
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第2棟の遮へいに関する検討書 

 

1.  一般事項 

本検討書は，第2棟における生体遮へい装置（以下「遮へい体」という。）の放射線の遮へい及び熱除

去に関する評価について説明するものである。 

1.1 遮へい設計評価の基本方針 

第2棟は，コンクリートの壁・天井及び鉄の壁・天井による遮へい体で区画する。その遮へい体に対

し，非管理区域及び建屋外側における各線源からの線量率計算結果が，外部放射線に係る設計基準線量

率2.6×10-3mSv/h以下を満足していることを確認することにより，遮へい設計が十分であることを評価

する。 

また，放射線業務従事者等の主な作業エリアであるオペレーションエリア，サービスエリア並びに分

析室及びα・γ測定室における線量率計算結果が，外部放射線に係る設計基準線量率を満足しているこ

とを確認する。 

 

1.2 遮へい設計の設計基準線量率 

遮へい設計においては，通常運用時，放射線業務従事者等の受ける線量が「東京電力株式会社福島第

一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」（平成

二十五年四月十二日原子力規制委員会告示第三号）に定める線量限度を超えないようにするとともに，

放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減するように，放射線防護上

の措置を講じた設計とする。遮へい設計に際しては，第2棟の各線源からの外部放射線に係る線量率が，

非管理区域及び建屋外側で設計基準線量率2.6×10-3mSv/h以下を満足する設計とする。 

 

1.3 遮へい設計の方法 

第2棟の遮へい設計の方法は，以下のとおりである。 

(1) 第2棟では，発電所で発生する燃料デブリ等及び標準試料を取り扱う。線源となる燃料デブリ

等及び標準試料は，原則としてコンクリートの壁・天井及び鉄の壁・天井による遮へい体で囲

まれた区画に収容する。放射線の遮へいが見込めない箇所に関しては取扱量を少なくする。 

(2) 第2棟の通常運用時に予想される線源強度で，実効線量率が 大となるときの線源強度を計算

する。 

(3) 対象となる線源の強度及び幾何学的形状を勘案して適切な解析コードを選択し，機器配置を

考慮して線量率を計算する。 

 

1.4 遮へい設計の前提条件 

遮へい設計に用いる前提条件は，以下のとおりである。 

(1) コンクリートの密度は2.1g/cm3，鉄の密度は7.8g/cm3とする。 

(2) 燃料デブリ等の 大取扱量は，コンクリートセルNo.1～4の合計で ，試料ピットで ，

鉄セルで 並びに分析室及びα・γ測定室の合計で とする。 
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(3) 第2棟における標準試料は天然ウラン，濃縮ウラン（濃縮度20％未満），プルトニウム及びこれ

らの化合物である未照射燃料（以下「未照射燃料」という。），233U，242Pｕ，天然ウランとし，

それぞれの 大取扱量は，未照射燃料が ，233Uが1mg，242Puが1mg及び天然ウランが100mgと

する。 

(4) 計算モデル化に際しては，保守的な評価となるようにする。 

 

1.5 熱除去に関する設計 

第2棟で取り扱われる線源は1.3(1)で示した燃料デブリ等である。この線源からコンクリート壁に入

射するガンマ線は，コンクリートにより減衰するためコンクリート壁での発熱量は小さく，また建屋内

は換気空調設備で熱除去される。 

 

2. 遮へい計算に用いる線源強度 

遮へい計算に用いる線源の設定に当たり，燃料デブリ等及び燃料デブリ等に含まれる可能性のある構

造材並びに標準試料のうち遮へい計算上 も厳しい評価となる線源を検討した。 

2.1 燃料デブリ等の線源強度 

発電所の1号機から3号機で も燃焼した燃料を想定し，ORIGEN2コードを用いて運転履歴に基づく燃

焼計算及び原子炉停止から12年間の壊変計算を実施して線源強度を算出した。その際，燃料デブリ等は

全て燃料と仮定し，燃焼度は保守的に60GWd/tとした。1g当たりの燃料デブリ等の放射能，ガンマ線及び

中性子発生数を表－1，主要なガンマ線及び中性子線放出核種を表－2に示す。 

 

表－1 1g当たりの燃料デブリ等の放射能，ガンマ線及び中性子発生数 

放射能 

(Bq) 

ガンマ線発生数 

(photons/s) 

中性子発生数 

(neutrons/s) 

1.1×1010 4.2×103 
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表－2 燃料デブリ等の主要なガンマ線及び中性子線放出核種 

ガンマ線 中性子線 

放出核種 寄与割合 放出核種 寄与割合 

137Cs ※ 57% 244Cm 96% 

90Sr ※ 29% 246Cm 3.0% 

134Cs 6.0% 252Cf 0.86% 

154Eu 3.5% その他(上記以外の核種) 0.61% 

244Cm 1.4% 合計 100% 

241Am 0.83%  

※放射平衡中の娘核種を含む。 125Sb ※ 0.47% 

238Pu 0.42% 

155Eu 0.40% 

その他(上記以外の核種) 0.56% 

合計 100% 

 

2.2 構造材の線源強度 

燃料デブリ等に含まれる可能性のある構造材として，被覆管及び炉心シュラウドを対象に放射化した

場合を想定した線源強度を算出した。 

なお，発電所の1号機から3号機の運転履歴のうち も線源強度が高くなるように条件を設定し，

ORIGEN2コードを用いて原子炉停止から12年間を考慮して算出した。1g当たりの構造材の放射能及びガ

ンマ線発生数を表－3に示す。 

 

表－3 1g当たりの構造材の放射能及びガンマ線発生数 

種類 
放射能 

(Bq) 

ガンマ線発生数 

(photons/s) 

被覆管 5.7×107 9.3×107 

炉心シュラウド 8.8×108 4.5×108 

 

2.3 標準試料の線量率 

第2棟で取り扱う標準試料について，ANISNコード及びQADコードを用いて線源から1m離れた位置にお

ける線量率を算出した。 

なお，標準試料のうち未照射燃料については，線量率が も厳しい条件となる241Am（241Puからの壊変

を考慮）とした。また，比較のため表－1の1g当たりの燃料デブリ等の放射能，ガンマ線及び中性子発生

数に基づき燃料デブリ等の線量率を算出した。線量率の評価結果を表－4に示す。 

 

 

 

 



 

Ⅱ-2-48-添 11-4 
 

表－4 標準試料及び燃料デブリ等1g当たりの線量率 

線源の種類 線量率計算結果  

233U標準試料 4.5×10-2 μSv/h 

242Pu標準試料 4.3×10-2 μSv/h 

天然ウラン標準試料 1.7×10-5 μSv/h 

未照射燃料 (241Am) 5.7×102 μSv/h 

燃料デブリ等 6.0×102 μSv/h 

 

2.4 線源の設定 

(1) 燃料デブリ等と構造材の比較 

表－1と表－3を比較した結果，構造材については，放射能及びガンマ線発生数が燃料デブリ等に比

べ少なく，また中性子線の発生もないため，燃料デブリ等の全てが燃料成分で構成されるとした場合

が遮へい評価上， も厳しい条件となる。 

 

(2) 燃料デブリ等と標準試料の比較 

表－1と表－4を比較した結果，標準試料のうち，233U標準試料，242Pu標準試料及び天然ウラン標準試

料の線量率は，同量の燃料デブリ等と比べ十分小さく，かつ取扱量も少量であるため，その影響は組

成，燃焼度等を保守的に設定して算定した燃料デブリ等の結果に包含される。 

未照射燃料の線量率は，全てを241Amから構成される保守的な条件においても，同量の燃料デブリ等

の線量率に比べ小さいため，燃料デブリ等を線源とした場合が遮へい評価上， も厳しい条件となる。 

以上から，遮へい計算には全て燃料で構成された燃料デブリ等を線源として用いる。 

 

3. 遮へい計算 

3.1 計算方法 

第2棟の遮へい計算には，解析コード「MCNP」を用いる。解析コードの主な入力条件は以下の項目であ

る。 

・線源の放射能 

・線源のエネルギースペクトル 

・線源形状 

・遮へい厚さ 

・線源からの距離 

・遮へい体の物質の指定 

 

3.2 非管理区域及び建屋外側における線量率計算 

線量率計算は，3.1に示した入力条件を解析コードに入力して行う。 

3.2.1 線量率計算モデル 

線量率の評価位置は，代表的な壁及び天井スラブの外側表面において線量率が 大になる箇所とする。 

線源強度は，表－1の1g当たりの燃料デブリ等の放射能，ガンマ線及び中性子発生数に基づき設定す
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る。 

図－1～4の計算配置図に第2棟の線源配置と個数及び評価点位置を示す。 

 

(1) 固体廃棄物払出準備室の計算モデル 

固体廃棄物払出準備室で取り扱う第2棟固体廃棄物が収納された角型容器の数量は 大で17個相当

であるが，解析における線源形状・寸法は表－5に示すとおりとし，各角型容器間の空間も全て線源と

した直方体線源とする。 

固体廃棄物払出準備室の換気空調設備室(2)側境界（評価点①）における線量率の計算に用いる線

源の形状・寸法，壁の厚さ及び評価点の位置を図－5に示す。線源の放射能を表－5に示す。評価点位

置は，線量率が 大となる位置とする。 

 

(2) 液体廃棄物一時貯留室の計算モデル 

受槽は2基設置されるが，受槽2基分の放射能が実際の配置よりも評価点に近い位置に存在するもの

と想定し，円柱線源として評価する。円柱線源の直径は受槽の内径とし，容量を保存するように線源

の高さを設定する。線源の放射能を表－5に示す。 

液体廃棄物一時貯留室の換気空調設備室(2)側境界（評価点②）における線量率の計算に用いる線

源の形状・寸法，壁の厚さ及び評価点の位置を図－6に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置

とする。 

 

(3) コンクリートセルの計算モデル 

コンクリートセル内では 大で の燃料デブリ等を取り扱う。コンクリートセルに の燃料デブ

リ等を評価位置ごとに線量率が も大きくなる位置に配置し，点線源としてモデル化する。線源の放

射能を表－5に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置とする。 

    

a. コンクリートセルNo.1 

東側外壁表面（評価点③）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁の厚さ及び評価点の位

置を図－7に示す。 

b. コンクリートセルNo.2 

コンクリートセルNo.2の電気設備室(1)側境界（評価点④）における線量率の計算に用いる線源

の形状，壁の厚さ及び評価点の位置を図－8に示す。 

南側外壁表面（評価点⑤）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁の厚さ及び評価点の位

置を図－9に示す。 

c. コンクリートセルNo.4 

屋上表面（評価点⑥）における線量率の計算に用いる線源の形状，天井の厚さ及び評価点の位置

を図－10に示す。 

西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁の厚さ及び評価点の位

置を図－11に示す。 
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(4) 試料ピットの計算モデル 

試料ピットは から成り，各 に の燃料デブリ等を収納した容器を まで積み上げ

て一時的に保管できる構造となっている。線源は，各容器内部に点線源としてモデル化する。線源の

放射能を表－5に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置とする。 

試料ピットの電気設備室(1)側境界（評価点④），南側外壁表面（評価点⑤）及び屋上表面（評価点

⑥）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁の厚さ，天井の厚さ及び評価点の位置を図－12に

示す。 

 

(5) 鉄セルの計算モデル 

鉄セルでは 大で の燃料デブリ等を取り扱う。鉄セルの線源は点線源としてモデル化する。線

源の放射能を表－5に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置とする。 

北側外壁表面（評価点⑧）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁の厚さ及び評価点の位置

を図－13に示す。 

西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁の厚さ及び評価点の位置

を図－14に示す。 

鉄セルの制御室側境界（評価点⑨）における線量率の計算に用いる線源の形状，天井の厚さ及び評

価点の位置を図－15に示す。 

  

(6) 分析室の計算モデル 

分析室のグローブボックスでは 大で の燃料デブリ等を取り扱う。線源は，点線源としてモデ

ル化する。線源の放射能を表－5に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置とする。 

西側外壁表面（評価点⑦）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図－16に

示す。 

分析室の制御室側境界（評価点⑨）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を

図－17に示す。 

 

(7) α・γ測定室の計算モデル 

α・γ測定室のフードでは 大で の燃料デブリ等を取り扱う。線源は，点線源としてモデル化す

る。線源の放射能を表－5に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置とする。 

北側外壁表面（評価点⑧）における線量率の計算に用いる線源の形状及び評価点の位置を図－18に

示す。 

α・γ測定室の電気設備室(1)側境界（評価点⑩）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁の

厚さ及び評価点の位置を図－19に示す。 
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表－5 評価対象における放射能 

評価対象 線源強度（Bq） 線源形状 

(1) 固体廃棄物払出準備室 2.3×1010 

縦1100mm×横3500mm×高さ3000mm 

(直方体線源) 

縦9500mm×横1100mm×高さ1000mm 

(直方体線源) 

(2) 液体廃棄物一時貯留室 2.4×108 
直径1500mm×高さ1698mm 

(円柱線源) 

(3) コンクリートセルNo.1 1.2×1014 点線源 

(4) コンクリートセルNo.2 1.2×1014 点線源 

(5) コンクリートセルNo.4 1.2×1014 点線源 

(6) 試料ピット 3.1×1015 点線源 

(7) 鉄セル 2.3×1011 点線源 

(8) 分析室 2.3×107 点線源 

(9) α・γ測定室 2.3×107 点線源 

 

3.2.2 線量率計算結果 

 線量率の計算結果を表－6に示す。 

非管理区域及び建屋外側における線量率は，いずれのエリアも外部放射線に係る設計基準線量率

2.6×10-3mSv/h以下を満足することを確認した。 
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表－6 評価点①～⑩の線量率計算結果 

評価点 評価場所 線源位置 線量率計算結果 設計基準線量率 

① 換気空調設備室(2) 固体廃棄物払出準備室 3.1×10-5mSv/h 

2.6×10-3mSv/h 以下 

② 換気空調設備室(2) 液体廃棄物一時貯留室 1.1×10-5mSv/h 

③ 東側外壁 コンクリートセル No.1 2.1×10-5mSv/h 

④ 電気設備室(1) 
試料ピット 

9.3×10-5mSv/h 
コンクリートセル No.2 

⑤ 南側外壁 
試料ピット 

3.1×10-5mSv/h 
コンクリートセル No.2 

⑥ 屋上 
試料ピット 

1.9×10-5mSv/h 
コンクリートセル No.4 

⑦ 西側外壁 

コンクリートセル No.4 

2.3×10-5mSv/h 鉄セル 

分析室 

⑧ 北側外壁 
鉄セル 

1.9×10-4mSv/h 
α・γ測定室 

⑨ 制御室 
鉄セル 

1.1×10-3mSv/h 
分析室 

⑩ 電気設備室(1) α・γ測定室 2.1×10-4mSv/h 

 

3.3 オペレーションエリア，サービスエリア並びに分析室及びα・γ測定室における線量率計算 

線量率計算は，3.1に示した入力条件を解析コードに入力して行う。 

3.3.1 線量率計算モデル 

線源強度は，表－1の1g当たりの燃料デブリ等の放射能，ガンマ線及び中性子発生数に基づき設定す

る。 

(1) コンクリートセルの計算モデル 

コンクリートセル内では 大で の燃料デブリ等を取り扱う。線源は，点線源としてモデル化す

る。線源の放射能を表－5に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置とする。 

コンクリートセルNo.2のオペレーションエリア側境界（評価点⑪）における線量率の計算に用いる

線源の形状，壁の厚さ及び評価点の位置を図－20に示す。 

コンクリートセルNo.2のサービスエリア側境界（評価点⑫）における線量率の計算に用いる線源の

形状，壁の厚さ及び評価点の位置を図－21に示す。 

 

(2) 試料ピットの計算モデル 

試料ピットは から成り，各 に の燃料デブリ等を収納した容器を まで積み上げ

て一時的に保管できる構造となっている。線源は，各容器内部に点線源としてモデル化する。線源の

放射能を表－5に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置とする。 

試料ピットのオペレーションエリア側境界（評価点⑪）及びサービスエリア側境界（評価点⑫）に
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おける線量率の計算に用いる線源の形状，壁の厚さ及び評価点の位置を図－22に示す。 

 

(3) 鉄セルの計算モデル 

鉄セルでは 大で の燃料デブリ等を取り扱う。線源は，点線源としてモデル化する。線源の放射

能を表－5に示す。評価点位置は，線量率が 大となる位置とする。 

鉄セルのオペレーションエリア側境界（評価点⑬）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁

の厚さ及び評価点の位置を図－23に示す。 

鉄セルの分析室側境界（評価点⑭）における線量率の計算に用いる線源の形状，壁の厚さ及び評価

点の位置を図－24に示す。 

  

(4) 分析室及びα・γ測定室の計算モデル 

分析室のグローブボックス及びα・γ測定室のフードでは 大で の燃料デブリ等を取り扱う。

線源は，点線源としてモデル化する。線源の放射能を表－5に示す。評価点位置は，グローブボックス

又はフードの正面とする。 

分析室及びα・γ測定室（グローブボックス又はフードの正面，評価点⑮）における線量率の計算

に用いる線源の形状及び評価点の位置を図－25に示す。 

 
3.3.2 線量率計算結果 

線量率の計算結果を表－7に示す。 

オペレーションエリア，サービスエリア並びに分析室及びα・γ測定室における線量率は，いずれ

のエリアも外部放射線に係る設計基準線量率未満であることを確認した。 

 

表－7 評価点⑪～⑮の線量率計算結果 

評価点 評価場所 線源位置 線量率計算結果 設計基準線量率 

⑪ オペレーションエリア 
コンクリートセル No.2 

1.8×10-3mSv/h 
区分 B 

(1.0×10-2mSv/h 未満) 試料ピット 

⑫ サービスエリア 
コンクリートセル No.2 

2.9×10-3mSv/h 
区分 C 

(5.0×10-2mSv/h 未満) 試料ピット 

⑬ オペレーションエリア 鉄セル 6.1×10-4mSv/h 
区分 B 

(1.0×10-2mSv/h 未満) 

⑭ 分析室 鉄セル 2.2×10-3mSv/h 
区分 C 

(5.0×10-2mSv/h 未満) 

⑮ 分析室，α・γ測定室 
グローブボックス 

又はフード 
8.1×10-3mSv/h 

区分 C 

(5.0×10-2mSv/h 未満) 
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図－5 固体廃棄物払出準備室の換気空調設備室(2)側境界の計算モデル 

〔平面図〕 換気空調設備室(2)

側境界 

評価点① 

〔立面図〕 

換気空調設備室(2)

側境界 

評価点① 

換気空調設備室(2) 

9個*2 

8個*2 

 

9個*2 
8個*2 

 

1100

3500 

1100 

9500 

1100 

3000 

1000 

9500 

(単位：mm) 
注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 

＊2：直方体線源。計算モデルは3列3段積み(9個)と8列1段積み(8個)が固体廃棄物払出準備室に

全配置された状態を仮定。 

595*1 

595*1 

4500 

200 

200 

200 

4500 

換気空調設備室(2) 

固体廃棄物払出準備室 

固体廃棄物払出準備室 
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図－6 液体廃棄物一時貯留室の換気空調設備室(2)側境界の計算モデル 

  

〔平面図〕 

換気空調設備室(2)側境界 

評価点② 

換気空調設備室(2) 

円柱線源 

9810 

(単位：mm) 

500 

500 

換気空調設備室(1) 

液体廃棄物一時貯留室 

3950 

＊1：分析廃液受槽 直径1500mm×高さ1698mm 

〔立面図〕 

換気空調設備室(1) 換気空調設備室(2) 液体廃棄物一時貯留室 

円柱線源 
換気空調設備室(2)側境界 

評価点② 

*1 

*1 
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図－7 コンクリートセルNo.1の東側外壁表面の計算モデル 

 

 

 

 
図－8 コンクリートセルNo.2の電気設備室(1)側境界の計算モデル 

 

  

〔平面図〕 

東側外壁表面 
評価点③ 

コンクリートセルNo.1 

点線源 

*1 

ローディングドック 

(単位：mm) 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 

5750 

〔平面図〕 
電気設備室(1)側境界 
評価点④ 電気設備室(1) 

サービスエリア 

コンクリートセルNo.2 
点線源 

5025 

(単位：mm) 
注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 

*1 
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図－9 コンクリートセルNo.2の南側外壁表面の計算モデル 

 

 

 
図－10 コンクリートセルNo.4の屋上表面の計算モデル 

  

〔平面図〕 

南側外壁表面 

評価点⑤ 

オペレーションエリア 

コンクリートセルNo.2 
点線源 

6675 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 
(単位：mm) 

*1 

〔立面図〕 

屋上表面 

評価点⑥ 

サービスエリア 

コンクリートセルNo.4 
点線源 

1400 

10000 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 
(単位：mm) 

*1 
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図－11 コンクリートセルNo.4の西側外壁表面の計算モデル 

〔立面図〕 

西側外壁境界 

評価点⑦ 

分析室 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 
(単位：mm) 

制御室 

点線源 

鉄セル 

13300 
*1 

コンクリート 

セルNo.4 
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図－12 試料ピットの計算モデル  
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図－13 鉄セルの北側外壁表面の計算モデル 

 

 

 

 
図－14 鉄セルの西側外壁表面の計算モデル 

 

  

〔平面図〕 北側外壁境界 
評価点⑧ 

分析室 

鉄セル 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 
(単位：mm) 

点線源 

17590 

160*1

1750 

〔平面図〕 

西側外壁境界 
評価点⑦ 分析室 鉄セル 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 
(単位：mm) 

点線源 

250 8050 240*1 
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図－15 鉄セルの制御室側境界の計算モデル 

〔立面図〕 制御室側境界 

評価点⑨ 

分析室 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 
(単位：mm) 

制御室 

点線源 
鉄セル 

250 

3960 

240*1 
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図－16 分析室の西側外壁表面の計算モデル 

 

 

 
図－17 分析室の制御室側境界の計算モデル 

 

 

 

図－18 α・γ測定室の北側外壁表面の計算モデル 

〔平面図〕 

西側外壁境界 
評価点⑦ 

点線源 

分析室 

8000 

(単位：mm) 

〔立面図〕 

制御室側境界 

評価点⑨ 
制御室

分析室 

点線源 

750 

(単位：mm) 

〔平面図〕 
北側外壁境界 
評価点⑧ 

点線源 
α・γ測定室 

1840 

(単位：mm) 
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図－19 α・γ測定室の電気設備室(1)側境界の計算モデル 

 

 

 

  

〔平面図〕 

電気設備室(1)側境界 
評価点⑩ 

α・γ測定室 

点線源 

電気設備室(1) 255 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 
(単位：mm) 

245*1 
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図－20 コンクリートセルNo.2のオペレーションエリア側境界の計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－21 コンクリートセルNo.2のサービスエリア側境界の計算モデル 

  

〔平面図〕 

オペレーションエリア 

コンクリートセル No.2 
点線源 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 (単位：mm) 

*1 

オペレーションエリア側境界 
評価点⑪ 

〔平面図〕 

サービスエリア側境界 
評価点⑫ 

サービスエリア 

コンクリートセル No.2 
点線源 

(単位：mm) 
注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 

*1 
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図－22 試料ピットのオペレーションエリア側境界及びサービスエリア側境界の計算モデル 
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図－23 鉄セルのオペレーションエリア側境界の計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－24 鉄セルの分析室側境界の計算モデル 

  

〔平面図〕 

鉄セル 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 (単位：mm) 

点線源 
250 
300*1 

オペレーションエリア側境界 
評価点⑬ 

オペレーションエリア

〔平面図〕 

分析室側境界 
評価点⑭ 分析室 

鉄セル 

注記 ＊1：遮へい厚さを示す。 (単位：mm) 

点線源 

160*1 

1750 
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図－25 グローブボックス又はフードの正面の計算モデル 

 

 

 

  

〔平面図〕 

グローブボックス 
又はフード 

(単位：mm) 

点線源 
250 

グローブボックス 
又はフードの正面 
評価点⑮ 

分析室及びα・γ測定室 
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4.  遮へい体の貫通部に対する考慮 

第2棟の高線量率区域と低線量率区域の間の遮へい体貫通部は，原則として放射線漏えいが問題とな

らないようにその位置を決める。 

ただし，放射線漏えいが問題となる位置に設置せざるを得ない場合は，配管等の放射線漏えいを防止

する措置を講ずることとする。 

貫通部に対する放射線漏えい防止措置の例を図－26，27に示す。 

 

図－26 開口部の高所設置（例） 

 

 

 

 

 
図－27 貫通孔の遮へい体（例） 

  

低線量率区域 

開口部 

（高所に開口部を設置） 高線量機器 

低線量率区域 

高線量機器 

配管 

間隙部に遮へい材を埋め込む場合 

遮へい材 

（鉛毛／モルタル） 

配管 

スクリューダクト 

スクリューダクトを使用する場合 



 

Ⅱ-2-48-添 11-29 
 

5. 遮へいの熱除去計算 

5.1 遮へいの熱除去計算方法 

コンクリート遮へい体中のガンマ発熱密度は，ガンマ線フラックスの減衰に応じて低下する。このた

め，コンクリート遮へい体の厚さ方向で局所的な発熱量，すなわち，温度上昇の値が変化する。本評価

では，ガンマ線フラックスの減衰を考慮するため，コンクリート遮へい体を多層の発熱する平板として

モデル化し，平板ごとにガンマ発熱に起因した局所的な温度変化を計算する。 

一般に，面1（発熱源Q1）及び面2（発熱源Q2）から成る平板の温度変化は，下式（6.引用文献(1)参照）

により求められる。 

 

ΔT1＝
 (Rd＋R2)R1Q1'＋R1R2Q2' 

(R1＋Rd＋R2)
 

ΔT2＝
 R1R2Q1'＋(R1＋Rd)R2Q2' 

(R1＋Rd＋R2)
 

ここで， ΔT1，ΔT2 ：平板の面1及び面2での温度変化（℃） 

 Q1', Q2' ：平板の面1及び面2での発熱量（W） 

 R1, R2 ：平板の面1及び面2での熱抵抗（℃/W） 

 Rd ：平板の内部での熱抵抗（℃/W） 

また，上記平板の発熱量Q'は，下式により求められる。 

Q'＝Q・V 

ここで，Q ：ガンマ発熱密度（W/m3） 

＝106・ρ・K・Φ 

 V ：平板体積（m3） 

 ρ ：コンクリート密度（g/cm3） 

 K ：ガンマ発熱密度換算係数（W・s・cm2/g） 

   ＝C・E・(μen/ρ) 

 C ：換算係数（W・s/MeV） （1.602×10－13） 

 E ：ガンマ線エネルギー（MeV） 

 (μen/ρ) ：コンクリートの質量エネルギー吸収係数（cm2/g・photons） 

 Φ ：ガンマ線フラックス（photons/cm2・s） 

 

各平板におけるガンマ線フラックスは解析コード「QAD」で求める。また，上記の平板を積層し，コン

クリート遮へい体における温度変化を計算する。 

なお，本評価で用いる熱抵抗は，隣接する平板からの影響を考慮する。 

 

5.2 遮へいの熱除去計算結果 

コンクリート遮へい体における温度上昇は 大でも0.1℃未満であり，自然冷却で十分である。 

 

6． 引用文献 

(1)  日本機械学会「伝熱工学資料 改訂第5版」（2009）  
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添付資料－11 別添 

 

人が常駐勤務し，又は頻繁に出入する原子力施設内の場所における 

線量率に関する説明書 

 

1.  遮へい設計上の基準線量率 

本説明書は，通常運用時に人が常時勤務し，又は頻繁に出入する分析・研究施設第2棟内の場所におけ

る外部放射線量に係る線量率による区域区分を示すものである。各区域区分の外部放射線に係る設計基

準線量率を表－1のとおり設定する。また，第2棟区域区分を図－1～4に示す。 

 

表－1 各区域区分の外部放射線に係る設計基準線量率 

区 分 
外部放射線に係る

設計基準線量率 
線量率区分の考え方 

管理区域外 A 0.0026mSv/ｈ以下 － 

管理区域 B 0.01mSv/ｈ未満 人が常時作業を行うエリア。 

 C 0.05mSv/ｈ未満 

人の立入頻度が比較的少ないエリア。 

ただし，分析室等のグローブボックス，フードを設

置する室については，立入頻度が比較的多いが，グ

ローブボックス及びフード表面での線量率が高く

なるため，区分Cとする（作業者の放射線防護装備，

時間管理等により被ばく線量を管理する）。 

 D 0.25mSv/ｈ未満 
設備の点検・保守等の特定の業務でのみ立ち入るエ

リア（人の立入頻度，立入時間が短い。）。 

 E 1mSv/ｈ未満 － 

 F 1mSv/ｈ以上 

燃料デブリ等を取り扱うため線量率は高いが，マニ

プレータ等を用いて遠隔で取り扱うため，原則とし

て人が立ち入らないエリア。 
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2.  作業エリアの区域区分 

第2棟内で，設計上想定される，作業エリアの区域区分を表－2に示す。 

 

表－2 作業エリアの区域区分表 

No. エリア名称 
区

分 
区分の設定根拠 

1 固体廃棄物払出準備室 D 第2棟固体廃棄物を一時的に保管するので線量率はD区分

となる。 

2 液体廃棄物一時貯留室 D 第2棟液体廃棄物を一時的に保管するので線量率はD区分

となる。 

3 換気空調設備室(1) D 排気フィルタユニット（高性能フィルタ）は測定管理す

ることから線量率はD区分となる。 

4 コンクリートセルNo.1～4 F 取り扱う放射性物質（燃料デブリ等）の量から線量率は

F区分となる。 

5 鉄セル F 取り扱う放射性物質（燃料デブリ等）の量から線量率は

F区分となる。 

6 分析室 C 取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分と

なる。 

7 α・γ測定室 C 取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分と

なる。 

8 サービスエリア C 取り扱う放射性物質（試料）の量から線量率はC区分と

なる。 

9 MSM保守/保管室 C マニプレータ等の保守・保管を行うためC区分となる。 

 

3. 実効線量の管理方法 

運用開始後の実効線量の管理は，外部放射線に係る線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定

し，放射線業務従事者の作業時間の制限等を実施することで，「東京電力株式会社福島第一原子力発電所

原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」（平成二十五年四月十二

日原子力規制委員会告示第三号）に定める線量限度を遵守することはもとより，放射線業務従事者の線

量を合理的に達成できる限り低減する。 
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添付資料－12 

 

第 2 棟の臨界に関する検討書 

 

1. 一般事項 

本検討書は，第 2 棟における臨界に関する評価について説明するものである。 

1.1 臨界安全評価の基本方針 

第 2 棟において想定する燃料デブリ等の 大取扱量及び臨界管理方法を表－1 に示す。 

 

表－1 燃料デブリ等の 大取扱量及び臨界管理方法 
取扱場所 大取扱量 臨界管理方法 

コンクリートセル No.1～4：合計  質量管理 

試料ピット   質量管理 

形状管理 

燃料デブリ等を分析・試験で取り扱う場所では質量管理を行い，一時的に保管する試料ピットでは質

量管理及び形状管理を行う。未臨界性の判断基準は，中性子実効増倍率（以下「keff」という。）に標準

偏差の 3 倍（以下「3σ」という。）を加えた値が 0.95 以下となること（4.引用文献(1)参照）とする。 

 

1.2 燃料デブリ等の組成 

燃料デブリの性状として，以下を想定した。 

・燃料デブリは，燃料と被覆管等が溶融，固化した状態であり，同重量の燃料と比べて核分裂性物質

は少なくなる。また，発電所の 1 号機から 3 号機にはガドリニアを添加した燃料が装荷されており，

燃料デブリ中に中性子吸収効果の高いガドリニウムが含まれている可能性がある。 

・燃料の燃焼度は，原子炉内で使用された期間や炉心内の燃料配置等により異なる。また，燃料は燃

焼することで核分裂性物質が減少する。燃料デブリには，高い燃焼度の燃料と低い燃焼度の燃焼が

混在している。 

・燃料デブリの性状は，原子炉内で均一ではなく，採取する号機やその位置により異なる。 

 

このような燃料デブリについて，臨界安全評価上の燃料デブリ等は，以下の保守的な条件を想定する。 

・全て核燃料物質で構成されているものとする。 

・燃焼した燃料より核分裂性物質を多く含む新燃料（原子炉で使用する前の組成）とする。 

・原子炉での溶融に伴う性状の変化を考慮し，核燃料物質は酸化物と比較して核分裂性物質の重量割

合が高くなる金属とする。 
・中性子吸収効果を有するガドリニウムを考慮しない。 
 
上記に加えて，以下の事項を考慮する。 
・燃料の組成は，ウランに比べて臨界性の高いプルトニウム（以下「Pu」という。）を含む発電所 3 号

機の MOX 燃料（以下「MOX 燃料」という。）とする。 
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・241Pu の 241Am への壊変を考慮せず，MOX 燃料中の 241Am は全て 241Pu として評価する。 

・燃料デブリ等を溶解処理するため，核燃料物質と水の混合物としてモデル化する。 

 

本臨界安全解析に用いる燃料デブリ等の条件を表－2 に示す。 

 

表－2 臨界安全解析における燃料デブリ等の条件 

解析対象 燃料デブリ等 

核燃料物質 MOX 燃料 

Pu 富化度（wt%）※1 

235U 濃縮度（wt%）※2 

※1：Pu 富化度= 燃料デブリ等の Pu 質量

燃料デブリ等（核燃料物質金属）の質量
×100 

※2： U235 濃縮度= 燃料デブリ等の U235 質量

燃料デブリ等（核燃料物質金属）の質量
×100 

 

1.3 使用する解析コード 

臨界安全解析には，解析コード「MVP2」を用いる。 

MVP2 は，核燃料物質，構造材等の幾何形状等を入力し，中性子の発生，飛行，衝突等の事象を追跡，

これを処理することで中性子実効増倍率を求める解析コードである。また，幾何形状の入力に当たり，直

方体，球等のあらかじめ用意された基本形状を組み合わせることで，複雑な形状の解析が可能である。 

なお，球とその他の形状を組み合わせ，さらに球の半径を変化させることで非均質性及び粒子径を考

慮した解析が可能である。 

 

2. コンクリートセルの臨界安全解析 

コンクリートセルにおいて燃料デブリ等を分析・試験で取り扱う際の未臨界性を確認する。 

2.1 燃料デブリ等の取扱想定及び解析モデル 

コンクリートセルでは，燃料デブリ等の切断，粉砕，溶解処理等の形状等が変化する前処理を行うた

め，質量管理を行う。 

なお，コンクリートセルでの燃料デブリ等の溶解処理中に Pu の濃度が高い残渣又は沈殿が発生し，粒

子状に存在する場合を考慮する。Pu の同位体組成は MOX 燃料の値を用いる。 

この想定において，MOX 燃料に含まれる Pu を対象に，keff と 3σ の和が 0.95（4.引用文献(1)参照）

となる重量を評価する。評価の結果得られたPu質量に誤操作による二重装荷を考慮した安全係数（0.43）

(4.引用文献(2)参照)を乗じた値が， の燃料デブリ等に含まれる 235U と Pu の合計重量を超えているこ

とを確認する。具体的な解析の条件は以下のとおり。 

・ も臨界になりやすい形状である球モデルを採用する。 

・燃料デブリ等は Pu と水の混合物として解析モデルの中心に配置する。 

・均質体系の解析では，Pu と水の混合物における直径（D）について，Pu の濃度をパラメータとして

保守的な結果が得られるよう設定する。均質体系の解析モデルを図－1 に示す。 
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・非均質体系の解析では，Pu が粒子状に存在するものとし，Pu と水の混合物における直径（D）につ

いて，Pu の粒径及び粒子間距離をパラメータとして保守的な結果が得られるよう設定する。非均質

体系の解析モデルを図－2 に示す。 

・Pu と水の混合物は十分な厚さの水（中性子反射材）で覆われているものとする。 

 

図－1 均質体系の解析モデル 

 

図－2 非均質体系の解析モデル 

 

2.2 結果 

2.1 に示した条件で解析を実施した結果，keff と 3σ の和が 0.95 となる時の Pu の重量は以下のとお

り。 

・均質体系の解析結果は であり，このときの Pu と水の混合物の直径（D）は ，Pu 濃度

は約 530g/L となった。 

・非均質体系の解析結果は であり，このときの Pu と水の混合物の直径（D）は ，Pu 粒

子の粒子径は 0.05cm，粒子の中心間距離は約 0.13cm となった。 

以上より，非均質体系の方が均質体系に比べて厳しい解析結果となった。非均質体系の解析結果である

に誤操作による二重装荷を考慮した係数 0.43 を乗じると となる。 

D 300 

水 

Pu と水の混合物 
（均質） 

D 

300 

水 

Pu と水の混合物 
（非均質） 
Pu が粒子状に存在 

単位：mm 

単位：mm 
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表－2 に示した Pu 富化度 及び 235U 濃縮度 から，コンクリートセルで取り扱う

の燃料デブリ等に含まれる 235U 及び Pu は 大で であり， を下回っている。 

 

 

 

よって， の燃料デブリ等（ 235U+Pu 重量： 相当）は二重装荷を考慮しても臨界に達しない。  

 

3. 試料ピットの臨界安全解析 

燃料デブリ等を試料ピットにおいて一時的に保管した際の未臨界性を確認する。 

3.1 燃料デブリ等の取扱想定及び解析モデル 

試料ピットは に設置されており，燃料デブリ等を容器に収納して試料

ピットで一時的に保管する。試料ピットでは，容器に収納する燃料デブリ等に含まれる 235U 及び Pu に対

して質量管理を行うとともに，試料ピットによる形状管理を行う。 

試料ピットは から成り，各 に （235U+Pu 重量： ）以下の燃料デブリ等を収納し

た容器を まで積み上げて一時的に保管できる構造となっている。試料ピットには 大で の

スペースがあるため， 大容量は となる。 

解析では，

ものとして評価を行う。解析は，図－3 及び図－4 に示すように試料ピットの各 の径，深さ（燃

料デブリ等が存在する範囲）及び間隔（中心間距離）を考慮したモデルを用いて， 大容量で keff と 3σ

の和が 0.95 以下であることを確認する。具体的な解析条件は以下のとおり。 

・径： ，深さ（燃料デブリ等が存在する範囲）： 及び間隔（中心間距離）： の

が から成る試料ピットとする。 

・各 には， の燃料デブリ等を収納した高さ の容器を まで積み上げて一時的に保

管する。 

・容器内の燃料デブリ等は粒子状の MOX 燃料と水の混合物とする。 

・粒子状の MOX 燃料の粒径及び粒子間距離については保守的な結果が得られるよう設定する。 

・試料ピットで積み重ねられている燃料デブリ等における中性子相互作用への影響を排除するため，

解析上は容器を無視する。 

・セル部に存在する燃料デブリ等と試料ピットの における燃料デブリ等の中性子相互作用への

影響を排除するため，解析上は試料ピットの蓋を無視する。 

・コンクリートセル内の雰囲気は空気であるが，保守側の評価となるように水（中性子反射材）で覆

われているものとする。 
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図－3 試料ピットの解析モデル（平面図） 

 

単位：mm 
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図－4 試料ピットの解析モデル（図－3 A-A 断面図） 

 

3.2 結果 

3.1 に示した条件で解析を実施した結果，keff と 3σ の和は 0.92 となり，臨界に達しない。 

 

4． 引用文献  

（1） 『臨界安全ハンドブック第 2 版』, 日本原子力研究所, JAERI-1340, 1999 年 3 月. 

（2） 『Guide de Criticité』, CEA-R3114, COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE, 1967. 

 

 

 

  

単位：mm 
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添付資料－12 別添 

 

燃料デブリ等の臨界管理に関する説明書 

 

1.  臨界管理 

第2棟における臨界管理の方法は，質量管理を原則とし，試料ピットについては質量管理及び形状管理

を適用する。 

これらの管理を行うために用いる 大取扱量は，取り扱う核分裂性物質の組成，形状，減速条件等を考

慮し十分な裕度を見込んで定めるとともに，燃料デブリ等の取扱いに際し，いかなる場合においても

大取扱量を超えないようにする。 

なお，燃料デブリ等と標準試料のうち未照射燃料を同時に取り扱う場合，その取扱量及び組成に基づ

き，未照射燃料と燃料デブリ等における235U+Puの合計重量を評価し，その重量が燃料デブリ等の 大取扱

量に含まれる235U+Puの重量を超えないよう管理する。 

また， 大取扱量の異なる取扱場所へ燃料デブリ等を移動する時は，電算機又は伝票の記録により移動

先の取扱場所における存在量が 大取扱量以下であることを確認した後に移動する。 

以上のように， 大取扱量は十分な裕度を見込んで定めているとともに， 大取扱量を超過しない厳重

な運用を行うため，燃料デブリ等が臨界に達するおそれはない。 

さらに，第2棟においては，ガンマ線エリアモニタ及び中性子線エリアモニタを設置し，臨界に伴う線

量率の上昇が検知できるとともに，警報発報が可能な設計としている。 
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添付資料－13 

 

第2棟の火災防護に関する説明書及び消火設備の取付箇所を明示した図面 

 

1. 火災防護に関する基本方針 

第2棟は，火災により安全性が損なわれることを防止するために，火災の発生防止対策，火災の検知及

び消火対策，火災の影響の軽減対策の3方策を適切に組み合わせた措置を講ずる。 

 

2. 火災の発生防止 

2.1 不燃性材料，難燃性材料の使用 

第2棟は，主要構造部である壁，柱，床，梁，屋根及び階段は，不燃性材料を使用し，間仕切り壁，天

井及び仕上げは，建築基準法及び関係法令に基づく他，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る。 

また，建屋内の機器，配管，排気管，排気ダクト，トレイ，電線路及び盤の筐体の主要構造体並びにこ

れらの支持構造物は，不燃性材料とし，幹線ケーブル，動力ケーブル及び制御ケーブルは難燃ケーブルを

使用する他，消防設備用のケーブルは消防法に基づき耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを使用する。 

 

2.2 分析・試験に伴う火災発生防止 

分析・試験に伴う火災の発生防止として以下を考慮する。 

① コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス及びフードは，可能な限り不燃性材料又は難燃性材

料を使用する。 

② 燃料デブリ等の前処理により発生する切断片，粉等は金属製の容器に収納する。 

③ 放射性の液体廃棄物を一時的に保管する設備は，静電気等の放電のため接地を施す。 

④ 試薬は，試薬調製室の薬品保管庫（金属製）に保管する。 

⑤ 消防法により混載禁止とされている危険物は分けて保管する。 

⑥ 混合することにより発火する可能性のある危険物は，同一の場所で使用しない。 

⑦ 加熱機器は防爆仕様のものを用い，使用する際は，周辺に可燃物を置かない。 

⑧ 加熱機器の使用中は常時監視する。 

 

2.3 自然現象による火災発生防止 

第2棟の建物，系統及び機器は，落雷，地震等の自然現象により火災が生じることがないように防護し

た設計とし，建築基準法及び関係法令に基づき避雷設備を設置する。 

第2棟の建屋は，耐震設計審査指針に基づき設計を行い，破壊又は倒壊を防ぐことにより，火災発生を

防止する。 

 

3. 火災の検知及び消火 

3.1 火災検知器及び消火設備 

火災検知器及び消火設備は，第2棟に対する火災の悪影響を限定し，早期消火を行えるよう消防法及び
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関係法令に基づいた設計とする。 

① 火災検知器 

放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して検知器の

型式（熱・煙）を選定する。 

なお，火災検知時は，受信器より建屋内制御室及び免震重要棟に代表警報を発報する設計とする。 

 

② 消火設備 

消火設備は，屋内消火栓設備及び消火器で構成する。また，第2棟の消防水利に消防車を連結するこ

とにより，第2棟の消火が可能である。 

 

③ 窒素ガス消火設備 

セル等内の火災に対しては，窒素ガス消火設備を設置する。 

なお，窒素ガス消火設備は，セル等内の酸素濃度を低い状態にすることにより，消火が可能である。

窒素ガス消火設備の概略系統図を図－1に示す。 

 

3.2 自然現象に対する消火設備の性能維持 

消火設備は，消防法及び関係法令に基づく設計とし，凍結防止，風水害の対策等の措置を講ずる。 

 

4. 火災の影響の軽減 

第2棟の建屋は，建築基準法及び関係法令に基づき防火区画を設置し，消防設備と組み合わせることに

より，火災の影響を軽減する設計とする。 

なお，主要構造部の外壁（鉄筋コンクリート造）は，延焼を防止するために必要な耐火性能を有する設

計とする。 

 

5. 外部火災について 

外部火災に対しては，消火活動が行えるように，消防水利を設置する。また，第2棟の周囲の森林から

第2棟建屋までは20m以上確保する。 

 

6. セル内火災時の排気フィルタへの影響について 

 第2棟では，2.2に示す措置を講ずることでコンクリートセル，鉄セル，グローブボックス及びフード内

における火災の発生を防止する。万一，コンクリートセル，鉄セル，グローブボックス及びフード内で火

災が発生し，火災に伴い発生する煤が換気空調設備の排気系統に流入したとしても，排気フィルタは破

過せず，負圧維持に必要な排気風量を維持できる性能を有する設計とする。 

 

7. 水素に対する考慮 

 燃料デブリ等からの放射線により，水が放射線分解し水素が発生する可能性がある。このため，燃料デ

ブリ等の取扱量が多く，水素が も発生する可能性がある試料ピットについて水素濃度を評価した。 

 発電所の1号機から3号機で も燃料した燃料を想定し，ORIGEN2コードを用いて運転履歴に基づく燃焼
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計算及び原子炉停止から12年間の壊変計算を実施して燃料デブリ等1g当たりの発熱量を算出した。その

際，燃焼度は保守的に60GWd/tとした。 

算出した発熱量を用いて「9.引用文献(1)」を基に次式により水素発生速度を算出した。 

 𝑀 = 𝑊 × 𝐹 × 11.6 × 10 × 𝐺100 × 22.46.0 × 10 × 36001000 
ここで， 

 M：水素発生速度 (m3/h) 

 W：発熱量 (W) 

 F：エネルギー吸収率 (-) ※全エネルギーが水に吸収されるとし保守的に1に設定 

 G：放射線のエネルギー100eV当たりに生成される分子数 (分子/100eV) 

   [β線及びγ線：0.44，α線：1.40] 

 

計算の結果，試料ピットに 大取扱量の燃料デブリ等が存在する場合において水素発生速度は約3.0×

10-3m3/hとなった。 

なお，コンクリートセル内は常に換気されており，発生した水素は速やかに希釈される。このとき，換

気量をコンクリートセルのうち も小さい380m3/h，外気中の水素濃度を5×10-7としてコンクリートセル

内の水素濃度は「9.引用文献(2)」を基に次式より算出した。 𝐶 = 𝑀 + 𝐶 𝑄𝑄 × 100 
ここで， 

 Ct ：コンクリートセル内の水素濃度 (vol%) 

 C0 ：外気中の水素濃度 (-) 

 M ：水素発生速度 (m3/h) 

 Q ：換気量 (m3/h) 

 

計算の結果，コンクリートセル内の水素濃度は約8.3×10-4vol%となり，空気中における爆発下限濃度

4vol%を下回るため，水素爆発のおそれはない。 

 

8. 消火設備の取付箇所を明示した図面 

消火設備の取付箇所について，図－2～5に示す。 

 

9. 引用文献  

（1）  J.O.Henrie  and  J.N.Appel,『Evaluation  of  Special  Safety  Issues  Associated  

with Handling the Three Mile Island Unit 2 Core Debris』, GEND-051, 1985. 

（2） 『屋内換気量測定方法 (炭酸ガス法) 』, JIS A 1406, 1974. 
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第2棟の安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面 

 

1.  安全避難通路の設置方針 

第2棟の建屋には，分析・試験，定期的な放射線測定，建物及び建屋内の巡視点検のための出入りを行

うことから，建築基準法及び関係法令並びに消防法及び関係法令に基づき安全避難通路を設定する。 

避難経路を図－1～4に示す。 
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第2棟の非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 

 

1． 非常用照明の設置方針 

第2棟には，分析・試験，定期的な放射線測定，建物及び建屋内の巡視点検のための出入りを行うこと

から，建築基準法及び関係法令に基づく非常用照明並びに消防法及び関係法令に基づく誘導灯を設置す

る。 

非常用照明及び誘導灯の取付箇所について，図－1～4に示す。 
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第2棟の緊急時対策について 

 

発電所の緊急時対策については「Ⅱ.1.13 緊急時対策」のとおりである。これに基づき，第2棟として

の具体的な対策を以下に示す。 

 

1． 緊急時において必要な施設及び資機材 

第2棟では，以下について整備する。 

① 安全避難経路の設定 

② 火災検知器，消火設備，及び防火区画の設置 

③ 非常用照明，誘導灯の設置 

④ 緊急時の資機材としての担架，除染用具，線量計の整備 

 

2． 緊急時の警報系及び通信連絡設備 

第2棟では，以下について整備する。 

① 火災検知警報 

② 通信連絡設備 

第2棟内の人に対する指示は，放送設備，ページング，電話回線を用いて行う。第2棟から免震重要棟に

対しては電話回線，LAN回線を用いて連絡する。また，免震重要棟から第2棟に対しても，同設備を用いて連絡す

る。特定原子力施設内の全ての人に対する指示が必要な場合には免震重要棟を介して行う。 

第2棟から免震重要棟及び関係箇所(構外)への連絡設備は，固定電話，携帯電話，FAX及びインターネッ

ト回線を用いることで多重性を確保する。 

さらに，第2棟と免震重要棟間には，ホットライン(専用電話)及び専用LANを敷設するとともに，構外へ

の連絡手段として衛星電話を設置することで多様性を確保する。 

 

3． 休日，夜間における初期対応 

休日，夜間における初期対応は，放射性物質分析・研究施設に駐在する者が行う。 
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第2棟の運転員の誤操作の防止について 

 

運転員の誤操作を防止するための設計上の考慮としては，「Ⅱ.1.14 設計上の考慮」のとおりである。

これに基づき，第2棟では以下のとおり設計上の考慮を行う。 

 

液体廃棄物一時貯留設備では，分析廃液受槽A，B又は設備管理廃液受槽A，Bにおいて移送又は回収ポン

プ（以下「ポンプ」という。）を用いて受槽間での廃液移送時に運転員が適切に操作でき，誤操作をしな

いようにするため，各受槽内の液位を確認できる液位計を備えている。運転員の誤操作は，この液位計に

より以下のように防止される。 

受槽間の移送前に，受け入れる側の受槽の液位計により，現在の受け入れ可能な容量を確認できる。こ

れにより，運転員が，受け入れ可能な量を超えるような移送を防止できる。また，移送開始後においても，

液位計により逐次受け入れた液位を確認し，所定の液位に達した時点でポンプを手動で停止する，又は

移送元側の受槽の廃液が無くなったとき（受槽の 低液位まで液位が低下したとき）にポンプが自動的

に停止することで，計画する量以上の廃液を移送しない設計としている。 

以上のように液位計を用いた運転操作により誤操作が防止されるが，それでもなお運転員が誤った操

作をしようとした際にも，以下の設備対応により，その実施が防止される。 

各受槽間の移送では，受け入れる側の受槽が満水になり，溢れ出ないよう，受け入れ側の受槽が液位計

の設定値以上になった場合には，それ以上廃液を移送しないようにポンプが停止する設計としている。

また，受槽間の移送及びタンクローリへの移送時に，払い出し側の受槽が液位計の設定値以下になった

場合には，それ以上廃液を移送しないようにポンプが停止する設計としている。液位計からの設定値以

上又は以下の信号が入った状態が維持されている限り，ポンプは起動せず，移送を停止するよう設計し

ている。 

セル・グローブボックス用排風機，フード用排風機及び管理区域用排風機の停止時には，管理区域用送

風機を作動させることがないように，管理区域用排風機の停止信号により，管理区域用送風機が作動し

ないように設計していることから，運転員の誤操作が防止される。 
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第2棟の機器構造図 

 

第2棟に関する構造図を，以下に示す。 
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セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA，B 

セル・グローブボックス用排気フィルタユニットC，D 



 

Ⅱ-2-48-添 18-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分析廃液受槽A，B 

設備管理廃液受槽A，B 
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第2棟の設置について 

 

1. 工事概要 

発電所で発生する燃料デブリ等の性状を把握することにより，その安全な取り出し等の作業の推進に資す

る情報を取得するための分析・試験を行うことを目的とし，第2棟を建設する。 

 

2. 工程 

  

  

年
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

建設工事

運用

年
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年
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令和7年

令和6年令和5年

令和4年令和3年
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第 2棟の建屋の構造強度及び耐震性に関する検討結果 

 

1． 評価方針 

第 2 棟は，耐震設計審査指針上の B クラスの建物と位置づけられるため，B クラスとしての評価を実施す

る。 

なお，設計は建築基準法に準拠し，積雪荷重及び風圧についても評価する。 

第2棟は，鉄筋コンクリート造の地上2階，地下1階，平面寸法35.0m（EW 方向）×28.0m（NS 方向），地

上高さ 17.3m の建物である。基礎は直接基礎で，人工岩盤を介して富岡層に支持させる。第 2 棟の平面図及

び断面図を図－1～7に示す。 

建屋に加わる地震時の水平力は，主に外周部及び建物内部に設けた耐震壁にて負担する。耐震性の評価は，

地震層せん断力係数として1.5・Ciを採用した場合の当該部位の応力に対して行う。第2棟の評価手順を図－

8に示す。 
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図－1 地下1階平面図（G.L.-7.2）（単位：m） 
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図－2 1階平面図（G.L.+0.3）（単位：m） 
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図－3 2階平面図（G.L.+7.3）（単位：m） 
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図－4 屋上階平面図（G.L.+13.3，+14.8）（単位：m） 
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図－5 屋根平面図（G.L.+17.3）（単位：m） 
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図－6 A－A 断面図（EW方向）（単位：m） 
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図－7 B－B断面図（NS方向）（単位：m） 
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図－8 Bクラス施設としての建屋の耐震性評価手順 

 

 

  

仮定断面の設定 

地震層せん断力係数として1.5・Ci 

を採用した場合の層せん断力の算定 

部材の応力が短期 
許容応力度以下か 

保有水平耐力の算定 

保有水平耐力が 
必要保有水平耐力以上か 
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NO 
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YES 
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2. 評価条件 

2.1 使用材料並びに材料の許容応力度及び材料強度 

第 2 棟の上部構造に用いる材料のうち，コンクリートは普通コンクリートとし，コンクリートの設計基準

強度Fcは 36 N/mm2及び60 N/mm2とする。鉄筋はSD295A，SD345及びSD390とする。各使用材料の許容応力度

を表－1～2に示す。 

 

表－1 コンクリートの許容応力度 

 
長期（N/mm2） 短期（N/mm2） 

圧縮 せん断 圧縮 せん断 

Fc＝36N/mm2 12 0.85 24 1.27 

Fc＝60N/mm2 20 1.09 40 1.63 

注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年 8月）による。 

 

表－2 鉄筋の許容応力度 

 
長期（N/mm2） 短期（N/mm2） 

引張及び圧縮 せん断補強 引張及び圧縮 せん断補強 

SD295A D16以下 195 195 295 295 

SD345 D19～D25 215 195 345 345 

SD390 D29～D38 195 195 390 390 

注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年 8月）による。 
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2.2 荷重及び荷重の組合せ 
(1) 荷重 

設計で考慮する荷重を以下に示す。 

1) 鉛直荷重（VL） 

鉛直荷重は，固定荷重，積載荷重（機器荷重を含む。）及び仕上荷重（配管荷重を含む。）とする。 

 

2) 積雪荷重（SNL） 

積雪荷重は，建築基準法施行令第 86 条及び福島県建築基準法施行細則第 19 条に準拠し以下の条件とす

る。 

積雪量：30cm，単位荷重：20N/m2/cm 

 

3) 風荷重（WL） 

建築基準法施行令第87条，建設省告示第1454号に基づく速度圧及び風力係数を用いて算定する。 

・基準風速：30m/s 

・地表面粗度区分：Ⅲ 

 

4) 地震荷重（SEL） 

地震力を算定する際の基準面は，地上面として，建屋の高さに応じた当該部分に作用する全体の地震力

を算定する。水平地震力は下式により算定し，算定結果を表－3，図－9に示す。 

Qi＝n･Ci･Wi 

Ci＝Z･Rt･Ai･C0 

ここで， 

Qi ：水平地震力（kN） 

n ：施設の重要度分類に応じた係数（n＝1.5） 

Ci ：地震層せん断力係数 

Wi ：当該層以上の重量（kN） 

Z ：地震地域係数（Z＝1.0） 

Rt ：振動特性係数（Rt＝1.0） 

Ai ：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数 

C0 ：標準せん断力係数（C0＝0.2） 
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表－3 水平地震力の算定結果 

G.L. 

（m） 

当該層以上の重量Wi 

（kN） 

地震層せん断力係数 

1.5・Ci 

設計用地震力（層せん断力） 

（kN） 

+17.30 
 5660 0.723  4089 

+13.30 

35104 0.418 17043 

+7.30 

59280 0.300 30013 

+0.30 

84932 0.300 55493 
-7.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－9 暴風時と地震時の層せん断力の比較結果 

  

0 10000 20000 30000 40000

暴風時（NS方向）

暴風時（EW方向）

地震時

層せん断力(kN)

G.L. (m)

17.3

13.3

7.3

0.3
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(2) 荷重の組合せ 

荷重の組合せについて表－4に示す。 

 

表－4 荷重の組合せ 

荷重状態 荷重ケース 荷重の組合せ 許容応力度 

常 時 A VL 長 期 

積雪時 B VL＋SNL 

短 期 

地震時 

C1 VL＋SEL(W→E 方向) 

C2 VL＋SEL(E→W 方向) 

C3 VL＋SEL(S→N 方向) 

C4 VL＋SEL(N→S 方向) 

暴風時 

D1 VL+WL（W→E方向） 

D2 VL+WL（E→W方向） 

D3 VL+WL（S→N方向） 

D4 VL+WL（N→S方向） 
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3． 評価結果 

上部構造の応力解析は，大ばり及び柱を線材置換したフレームに，耐震壁を壁エレメント置換して組み込

んだ立体ラーメンモデルにより行う。基礎スラブの応力解析は，フラットスラブとして板材を線材置換して

評価する。 

 

3.1 耐震壁の評価結果 

検討により求められた耐震壁への作用応力と許容応力と比較し，検定比が 大となる部位を表－5 に示し，

配筋図を図－10に示す。 

これより，耐震壁への作用応力は，許容応力以下であることを確認した。 

 

表－5 耐震壁の検討結果 

部位 断面 
荷重 

ケース 

作用応力 

（kN） 

許容応力注 

（kN） 
検定比 

B1階 6通り 

C～D通り間 

壁厚 1100mm（Fc=36）  

タテ筋 

D25@200 

ダブル 

ヨコ筋 

D25@200 

ダブル 

地震時 

C3 
5231.1 8731.7 0.60≦1.0 

注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年 8月）による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－10 耐震壁の配筋図(mm) 

D25@200 

D25@200 D25@200 

1100 
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3.2 大ばり及び柱の評価結果 

検討により求められたラーメン部材への作用応力を許容応力と比較して，検定比の 大となる部位につい

て表－6～7に示す。 

これより，各部材の応力は，許容応力以下となっていることを確認した。 

 

表－6 大ばり断面算定表 

検討 

箇所 
断面 

荷重 

ケース 
応力 

作用応力 

曲げモーメント:kN・m 

せん断力：kN 

許容応力注 

曲げモーメント:kN・m 

せん断力：kN 

検定比 

R階 

3通り 

+2200 

A～B 

通り間 

B×D 

＝1000×1000

（Fc=36） 

上端筋7-D35 

下端筋5-D35 

あばら筋 

3-D13@150 

（端部） 

常時 

A 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ  790.7  842.9  0.94≦1.0 

せん断力  427.6 765.2  0.56≦1.0 

1階 

5通り 

Ba～C 

通り間 

B×D 

＝1000×1200

（Fc=36） 

上端筋8-D38 

下端筋6-D38 

あばら筋 

4-D13@200 

（端部） 

地震時 

C4 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ 1978.5  2843.3  0.66≦1.0 

せん断力 1286.9  1585.0  0.81≦1.0 

注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年 8月）による。 

 

表－7 柱断面算定表 

検討 

箇所 
断面 

荷重 

ケース 
応力 

作用応力 

曲げモーメント:kN・m 

せん断力：kN 

許容応力注1 

曲げモーメント:kN・m 

せん断力：kN 

検定比 

B1階 

C/2通り 

B×D 

＝1000×1000

（Fc=60） 

主筋8-D38 

帯筋 

3-3-D13@100 

（柱頭） 

常時 

A 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ  31.9 

85.4  

（軸力 5763.6 kN 

作用時注2） 

0.37≦1.0 

せん断力  69.1 842.3  0.08≦1.0 

1階 

A/6通り 

B×D 

＝1000×1000

（Fc=60） 

主筋8-D38 

帯筋 

2-2-D13@100 

（柱頭） 

地震時 

C2 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ 755.0  

1298.3 

（軸力  548.9kN 

作用時注2） 

0.58≦1.0 

せん断力 323.3  1327.1  0.24≦1.0 

注 1：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年 8月）による。 

注2：圧縮を正とする。 

  



 

Ⅱ-2-48-添 20-16 
 

3.3 基礎スラブの評価結果 

検討により求められた基礎スラブへの作用応力を許容応力と比較して，検定比が 大となる箇所の断面検

討結果を表－8に示す。基礎スラブ配筋図を図－11に示す。 

これより，各部材の応力は，許容応力以下となっていることを確認した。 

 

表－8 基礎スラブ断面算定表 

検討箇所 
荷重 

ケース 
応力 

作用応力 

曲げモーメント:kN・m 

せん断力：kN 

許容応力注 

曲げモーメント:kN・m 

せん断力：kN 

検定比 

A～B/4～5通り間 
常時 

A 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ  800.8 1239.4 0.65≦1.0 

せん断力  950.1 1360.8 0.70≦1.0 

E/4～5通り間 
地震時 

C3 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ 2715.0 4790.4 0.57≦1.0 

せん断力 1392.3 1964.6 0.71≦1.0 

注：「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（日本建築学会 平成25年 8月）による。 

 

 

 

図－11 基礎スラブの配筋図（C通り） 

2.
0m
 

5 

D32@200 

D32@200 
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3.4 地盤の評価結果 

（1） 設計方針 

第 2棟を支持する地盤は，基礎スラブ直下の地盤を南北方向に約37.6m，東西方向に約40.0m，人工岩盤＝

厚さ約5.4m，Fc＝18N/mm2を介して，T.P.+約 24.0m（G.L.-約 16.0m）の富岡層に支持する。 

常時及び地震時に地盤に生じる 大接地圧が許容応力度以下であることを確認する。 

 

（2） 常時における地盤の検討 

常時における地盤に生じる 大接地圧と許容応力度の比較を，検定比が 大となる位置について表－9 に

示す。 

これより，地盤に生じる 大応力が許容応力度以下であることを確認した。 

 

表－9 地盤の許容応力度と接地圧の比較 

検討位置 
接地圧 

（kN/m2） 

許容応力度 

（kN/m2） 
検定比 

A/2通り 443 1000 0.44≦1.0 

 

 

（3） 地震時における地盤の検討 

地震時における地盤に生じる 大応力と許容応力度の比較を，検定比が 大となる位置について表－10に

示す。 

これより，地盤に生じる 大応力が許容応力度以下であることを確認した。 

 

表－10 地盤の許容応力度と接地圧の比較 

検討位置 
接地圧 

（kN/m2） 

許容応力度 

（kN/m2） 
検定比 

A/2通り 588 2000 0.29≦1.0 
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4． 保有水平耐力の検討 

保有水平耐力（Qu）が必要保有水平耐力（Qun）以上であることを確認する。 

各層の保有水平耐力は，建築基準法施行令第 82 条の 3 及び平成 19 年国土交通省告示第 594 号に基づき算

出する。各層の必要保有水平耐力と保有水平耐力の算定結果を表－11に示す。 

これより，第2棟は必要保有水平耐力以上の保有水平耐力を有していることを確認した。 

 

表－11 必要保有水平耐力と保有水平耐力の比較 

(1) EW 方向（長辺） 

G.L. 

（m） 

必要保有水平耐力 

Qun（kN） 

保有水平耐力 

Qu（kN） 

Qu
Qun

 

+13.30 ～ +17.30 7497  27262 3.64 

+7.30 ～ +13.30 31245 113617 3.64 

+0.30 ～ +7.30 55024 200089 3.64 

－7.20 ～ +0.30 101737 369953 3.64 

 

(2) NS 方向（短辺） 

G.L. 

（m） 

必要保有水平耐力 

Qun（kN） 

保有水平耐力 

Qu（kN） 

Qu
Qun

 

+13.30 ～ +17.30   7497  25899 3.45 

+7.30 ～ +13.30  31245 107936 3.45 

+0.30 ～ +7.30  55024 190084 3.45 

－7.20 ～ +0.30 101737 351456 3.45 

 

以上のことから，第2棟の耐震安全性は確保されているものと評価した。 
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添付資料－21 

 

第 2 棟の設備の構造強度に関する検討結果 
 

1． 基本方針 

1.1 強度評価の基本方針 

第 2 棟を構成する設備（機器，配管等）のうち「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」においてクラス 3 に位置づけられる機器，配管は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設

計・建設規格 2005（2007 年追補版含む。）（日本機械学会 平成 19 年 9 月）」（以下「設計・建設規格」と

いう。）に基づき評価を行う。 

 

2.  強度評価 

2.1 分析廃液受槽 A，B 

2.1.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－1 に示す。 

 

 
図中の番号は 2.1.2 の番号に対応する。 

 

図－1 分析廃液受槽 A，B 概要図 

 

 

(3)②，(4)② 

(3)①，(4)① 

(1) 

(2) 
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2.1.2 評価方法 

(1) 胴の厚さの評価 

胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

1) 胴の規格上必要な 小厚さ：t1 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものの場合は 3mm，その他の材料で作られたものの場合は

1.5mm とする。 

 

2) 胴の計算上必要な厚さ：t2 

 

 

(2) 底板の厚さの評価 

底板に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

1) 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ：t1 

Ｐ･1.22･Ｓ･η

Ｐ･Ｄ
t ｉ
1 −

=  
Ｐ ： 高使用圧力(MPa) 

Ｄｉ ：胴の内径(mm) 

Ｓ ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率(-) 

 

2) 鏡板の計算上必要な厚さ：t2 

･Ｐ0.2η・Ｓ･2

Ｐ･Ｒ･Ｗ
t2 −

=  
Ｒ ：鏡板の中央部における内面の半径(mm) 

Ｗ ：さら形鏡板の形状による係数(-) 

ｒ ：さら形鏡板のすみの丸みの内半径(mm) 

ただし， 









+=

ｒ

Ｒ
3

4

1
Ｗ  

 

(3) 管台の厚さの評価（①，②） 

管台に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

1) 管台の計算上必要な厚さ：t1 

η･Ｓ･0.204

ρ･Ｈ･Ｄ
t i
1 =  

Ｄｉ ：管台の内径(mm) 

Ｈ ：水頭(mm) 

ρ ：液体の比重(-) 

Ｓ ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率(-) 

 

 

0.204･Ｓ･η

･Ｈ･ρＤ
t ｉ
2 =  

Ｄｉ ：胴の内径(mm) 

Ｈ ：水頭(mm) 

ρ ：液体の比重(-) 

Ｓ ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率(-) 
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2) 管台の規格上必要な 小厚さ：t2 

管台の外径に応じ，設計・建設規格 表 PVC-3980-1 により求めた管台の厚さとする。 

 

(4) 開放タンクの穴の補強計算（①，②） 

1) 胴の穴の補強計算は，設計・建設規格 PVD-3512 の規定により，径が 85mm を超えないため不要で

ある。 

2) 鏡板の穴の補強計算は，設計・建設規格 PVD-3212 の規定により，径が 64mm 以下で，かつ，鏡板

のフランジ部の内径の 1/4 以下であるため不要である。 

 

2.1.3 評価結果 

評価結果を表－1 に示す。必要厚さを満足しており，十分な構造強度を有していることを確認した。 

 

表－1 分析廃液受槽 A，B の評価結果 

機器名称 評価部位 必要厚さ（mm） 小厚さ（mm） 

分析廃液受槽 A，B 

胴の厚さ 1.50 4.60 

底板の厚さ 0.25 4.60 

管台①の厚さ 2.40 3.00 

管台②の厚さ 2.20 2.50 
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2.2 設備管理廃液受槽 A，B 

2.2.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－2 に示す。 

 

 
図中の番号は 2.2.2 の番号に対応する。 

 

図－2 設備管理廃液受槽 A，B 概要図 

 

  

(3)①，(4)① 

(2) 
(3)②，(4)② 

(1) 
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2.2.2 評価方法 

(1) 胴の厚さの評価 

胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

1) 胴の規格上必要な 小厚さ：t1 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものの場合は 3mm，その他の材料で作られたものの場合は

1.5mm とする。 

 

2) 胴の計算上必要な厚さ：t2 

 

 

(2) 底板の厚さの評価 

底板に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

1) 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ：t1 

Ｐ･1.22･Ｓ･η

Ｐ･Ｄ
t ｉ
1 −

=  
Ｐ ： 高使用圧力(MPa) 

Ｄｉ ：胴の内径(mm) 

Ｓ ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率(-) 

 

2) 鏡板の計算上必要な厚さ：t2 

･Ｐ0.2η・Ｓ･2

Ｐ･Ｒ･Ｗ
t2 −

=  
Ｒ ：鏡板の中央部における内面の半径(mm) 

Ｗ ：さら形鏡板の形状による係数(-) 

ｒ ：さら形鏡板のすみの丸みの内半径(mm) 

ただし， 









+=

ｒ

Ｒ
3

4

1
Ｗ  

 

(3) 管台の厚さの評価（①，②） 

管台に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

1) 管台の計算上必要な厚さ：t1 

η･Ｓ･0.204

ρ･Ｈ･Ｄ
t i
1 =  

Ｄｉ ：管台の内径(mm) 

Ｈ ：水頭(mm) 

ρ ：液体の比重(-) 

Ｓ ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率(-) 

 

 

0.204･Ｓ･η

･Ｈ･ρＤ
t ｉ
2 =  

Ｄｉ ：胴の内径(mm) 

Ｈ ：水頭(mm) 

ρ ：液体の比重(-) 

Ｓ ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率(-) 
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2) 管台の規格上必要な 小厚さ：t2 

管台の外径に応じ，設計・建設規格 表 PVC-3980-1 により求めた管台の厚さとする。 

 

(4) 開放タンクの穴の補強計算（①，②） 

1) 胴の穴の補強計算は，設計・建設規格 PVD-3512 の規定により，径が 85mm を超えないため不要で

ある。 

2) 鏡板の穴の補強計算は，設計・建設規格 PVD-3212 の規定により，径が 64mm 以下で，かつ，鏡板

のフランジ部の内径の 1/4 以下であるため不要である。 

 

2.2.3 評価結果 

評価結果を表－2 に示す。必要厚さを満足しており，十分な構造強度を有していることを確認した。 

 

表－2 設備管理廃液受槽 A，B の評価結果 

機器名称 評価部位 必要厚さ（mm） 小厚さ（mm） 

設備管理廃液受槽 A，B 

胴の厚さ 1.50 4.60 

底板の厚さ 0.32 4.60 

管台①の厚さ 3.50 4.81 

管台②の厚さ 2.40 3.00 
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2.3 主要配管（鋼管） 

2.3.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－3～4 に示す。 

 

 
 

図－3 液体廃棄物一時貯留設備 主要配管（鋼管）強度評価箇所（その 1） 

 

 

 
 

図－4 液体廃棄物一時貯留設備 主要配管（鋼管）強度評価箇所（その 2） 

  

分析廃液移送ポンプ

分析廃液回収ポンプ

分析廃液受槽A 分析廃液受槽B

液体廃棄物一時貯留室

③

② ④

② ②

②②

③

②

① ①

液体廃棄物一時貯留室

設備管理廃液移送ポンプ

設備管理廃液回収ポンプ

設備管理廃液受槽A 設備管理廃液受槽B

⑦

⑧

⑦

⑧

⑥

⑦⑥

⑦

⑥⑥

⑤ ⑤
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2.3.2 評価方法 

(1) 管の厚さの評価 

管の必要な厚さは，次に掲げる値以上とする。 

1) 内面に圧力を受ける管の計算上必要な厚さ：ｔ 

 

ｔ = Ｐ ∙Ｄ
０

２ ∙Ｓ ∙η + ０．８ ∙Ｐ 

Ｐ ： 高使用圧力(MPa) 

Ｄｏ ：管の外径(mm) 

Ｓ ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率(-) 

 

2.3.3 評価結果 

評価結果を表－3 に示す。必要厚さを満足しており，十分な構造強度を有していることを確認した。 

 

表－3 主要配管（鋼管）の評価結果 

No. 

外径 

Ｄｏ 

(mm) 

公称 

厚さ 

(mm) 

材料 

高使用圧力 

P 

(MPa) 

高使用

温度 

(℃) 

必要厚さ 

(mm) 

小厚さ 

(mm) 

① 48.6 3.0 SUS316L 静水頭 60 － 2.50 

② 48.6 3.0 SUS316L 0.4 60 0.09 2.50 

③ 34.0 3.0 SUS316L 0.4 60 0.07 2.50 

④ 60.5 3.5 SUS316L 0.4 60 0.12 3.00 

⑤ 60.5 3.5 SUS304 静水頭 60 － 3.00 

⑥ 60.5 3.5 SUS304 0.5 60 0.12 3.00 

⑦ 48.6 3.0 SUS304 0.5 60 0.10 2.50 

⑧ 34.0 3.0 SUS304 0.5 60 0.07 2.50 
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添付資料－22 

 

第 2 棟の設備の耐震性に関する検討結果 

 

1． 耐震設計の基本方針 

第 2 棟の設備に係る耐震設計は，耐震設計審査指針に基づき耐震設計上の重要度に応じてクラス別

分類を行うとともに，「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」等に基づき耐震性評価を行

う。また，耐震 B クラスの各設備は，剛構造（固有周期：0.05s 以下）とする。 

 

1.1 設備の重要度による耐震クラス別分類 

第 2 棟には，耐震設計審査指針における耐震クラス別分類のうち，Bクラスの施設の「ⅲ）放射性廃

棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破損により，公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与

える可能性のある施設」に該当する設備を有しており，その破損により公衆に影響を与える可能性の大

きい設備は B クラスに分類している。一方，地震によって破損しても，公衆に影響を与える可能性が十

分小さい設備は耐震 Cクラスに分類している。また，上位の分類に属する設備は，下位の分類に属する

設備の破損によって波及的影響が生じないよう設計する。 

 表－１に，主な設備の重要度による耐震クラス別分類を示す。 
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表－1 主な設備の重要度による耐震クラス別分類 

耐震クラス別 

設備 
B C 

2.48 放射性物質分析・

研究施設第 2 棟 

  

（1）分析・試験設備 〇鉄セル 

〇グローブボックス 

フード 

（2）液体廃棄物 

一時貯留設備 

 分析廃液受槽 A，B 

設備管理廃液受槽 A，B 

分析廃液移送ポンプ 

分析廃液回収ポンプ 

設備管理廃液移送ポンプ 

設備管理廃液回収ポンプ 

主要配管(鋼管)＊2 

（3）換気空調設備 〇セル・グローブボックス用排風

機 A，B 

〇セル・グローブボックス用排気

フィルタユニット A，B，C，D 

〇主要排気管（鋼管，ダクト）＊1 

フード用排風機 

管理区域用排風機 

管理区域用送風機 

フード用排気フィルタユニット 

管理区域用排気フィルタユニット 

（4）その他の設備  電気設備 

消火設備 

備考 〇印は，本資料にて評価対象とするもの 

  ＊1：コンクリートセル排気口から排気母管まで，鉄セル排気口から排気母管まで，グローブボッ

クス排気口から排気母管まで，排気母管，排気母管からセル・グローブボックス用排気フィ

ルタユニット入口まで，セル・グローブボックス用排気フィルタユニット出口から第 2 棟の

排気口入口まで 

  ＊2：分析廃液受槽出口から分析廃液移送ポンプ入口まで，分析廃液移送ポンプ出口から分析廃液

払出口まで，分析廃液受槽出口から分析廃液回収ポンプ入口まで，分析廃液回収ポンプ出口

から分析廃液払出口まで 

設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液移送ポンプ入口まで，設備管理廃液移送ポンプ出口

から設備管理廃液払出口まで，設備管理廃液受槽出口から設備管理廃液回収ポンプ入口ま

で，設備管理廃液回収ポンプ出口から設備管理廃液払出口まで 



 

 

1.2 構造計画 

1.2.1 機器 

 

主 要 区 分  
計 画 の 概 要  

概 略 構 造 図  摘 要 
基礎・支持構造 主 体 構 造 

（1） 鉄セル 遮へい体及びインナ

ーボックスは，基礎

ボルトで据え付け

る。 

垂直自立形 

 

・鉄セル 
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主 要 区 分  
計 画 の 概 要  

概 略 構 造 図  摘 要 
基礎・支持構造 主 体 構 造 

（2） グローブボ

ックス 

グローブボックス本

体を架台で支持し，

基礎ボルトで据え付

ける。 

垂直自立型 

  

 

・グローブボック

ス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基礎ボルト

グローブボックス
本体

架台
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主 要 区 分  
計 画 の 概 要  

概 略 構 造 図  摘 要 
基礎・支持構造 主 体 構 造 

（3） セル・グロ

ーブボック

ス用排風機 

排風機はブロワー

ベースに固定され，

基礎ボルトで据え

付ける。 

遠心式 

 
 

・セル・グロー

ブボックス用

排風機 A，B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原動機 原動機取付ボルト

ブロワー 基礎ボルト

ブロワーベース

基 礎

軸直角方向

ブロワーベース

基礎ボルト

ブロワー

原動機取付ボルト

原動機

軸方向
軸中心

基礎
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主 要 区 分  
計 画 の 概 要  

概 略 構 造 図  摘 要 
基礎・支持構造 主 体 構 造 

（4） セル・グロ

ーブボックス

用排気フィル

タユニット 

フィルタユニット

は基礎ボルトで据

え付ける。 

垂直自立形  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・セル・グローブ

ボックス用排気

フィルタユニッ

ト A，B，C，D  

 

 

フィルタユニット 

基礎ボルト 

Ⅱ
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1.2.2 配管系 

(1) 主要排気管（鋼管，ダクト） 

主要排気管（鋼管，ダクト）はサポートにより建屋等の構造物から支持される。サポートの位置を

決定するに当たっては，原子力発電所の耐震設計に用いられている定ピッチスパン法により適正なサ

ポートスパンを確保する。 

 

1.3 設計用地震力 

各設備は，剛構造であり建物・構築物との共振のおそれがないことから，設計用地震力は静的震度を考

慮する。 

 

 

項目 

 

耐震 

クラス 

適用する地震動等 
 

設計用地震力 

水 平 鉛 直 

機器・

配管系 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

静的震度 

（1.8・Ci ＊１） 

 

 

 

― 

 

 

 

設計用地震力は，静的地 

震力とする。 

＊1：Cｉは，標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

して求められる値とする。 
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1.4 荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は，以下のとおりとする。 

 

 (1) 記号の説明 

Ｄ ： 死荷重  

Ｐｄ ： 当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷重 

Ｍｄ ： 当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＳＢ ： B クラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又は静的地震力 

ＢＡＳ ： B クラス設備の地震時の許容応力状態 

ｆｔ ： 許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・建設

規格 SSB-3121.1 により規定される値。ボルト等に

対して設計・建設規格 SSB-3131 により規定される

値 

ｆｓ ： 許容せん断応力 同 上 

 

また，「供用状態Ｃｓ」とは，設計・規格 GNR-2110 に規定される状態に，通常運転時，運転時の異常

な過渡変化時，及び事故時に生じるそれぞれの荷重と，静的地震力を組み合せた状態をいう。 
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1.4.1 支持構造物（ボルト等） 

耐震 

クラス 

荷重の 

組合せ 

供用状態 

(許容応力状態) 

許 容 限 界（ボ ル ト 等）注 

適用範囲 一次応力 

引張 せん断 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ 

＋Ｍｄ＋ＳＢ 

Ｃｓ 

（ＢＡＳ） 
1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓ 基礎ボルト 

 注：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。
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2． 耐震性評価方針 

2.1 鉄セル 

2.1.1 一般事項 

本基本方針は，鉄セル（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震性についての計算方法を示す。 

(1) 適用基準 

本基本方針における計算方法は，「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。 

 

(2) 計算条件 

1) 鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）の耐震評価は，基礎ボルトの応力について構造強度評

価を実施する。 

2) 許容応力の評価において設計・建設規格の付録材料図表を用いて計算する際に，評価条件の温度

が本図表に記載されている温度の中間値となる場合は，比例法を用いて計算する。ただし，比例

法を用いる場合の端数処理は，小数第１位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

3) 耐震計算モデルは 1 質点系とし，遮へい体の重心位置及びインナーボックスの重心位置にそれぞ

れ地震荷重が作用する。 

4) 耐震計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 概要図 
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(3) 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ 基礎ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 ― 

ｄ 基礎ボルトの呼び径 mm 

Ｆ 設計・建設規格 SSB-3133 に定める値 MPa 

Ｆｂ 基礎ボルトに作用する引張力（1 本当たり） N 

Ｆｂ１ 基礎ボルトに作用する引張力（1 本当たり）（長辺方向） N 

Ｆｂ2 基礎ボルトに作用する引張力（1 本当たり）（短辺方向） N 

ƒｓｂ せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 MPa 

ƒｔｏ 引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 MPa 

ƒｔｓ 引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 MPa 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ 据付面から重心までの距離 mm 

ℓｇ１ 重心と転倒支点間の距離（長辺方向） mm 

ℓｇ２ 重心と転倒支点間の距離（短辺方向） mm 

ℓ１ｊ 転倒支点と各基礎ボルトとの距離（長辺方向） mm 

ℓ２ｊ 転倒支点と各基礎ボルトとの距離（短辺方向） mm 

ℓ１ｐ 
支点としている基礎ボルトより 大引張応力がかかる基礎ボル

トまでの距離（長辺方向） 
mm 

ℓ２ｋ 
支点としている基礎ボルトより 大引張応力がかかる基礎ボル

トまでの距離（短辺方向） 
mm 

ｍ 機器の質量 kg 

ｎ 基礎ボルトの全本数 ― 

ｎｆ１ｊ 転倒支点から ℓ1jの距離にある基礎ボルトの本数（長辺方向） ― 

ｎｆ２ｊ 転倒支点から ℓ2jの距離にある基礎ボルトの本数（短辺方向） ― 

Ｑｂ 基礎ボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 ― 

σｂ 基礎ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ 基礎ボルトに生じるせん断応力 MPa 
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2.1.2 計算方法 

(1) 荷重の組み合わせ及び許容応力 

鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）の評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態を表－2 に示

す。 

 

表－2 荷重の組合せ及び許容応力状態 

機器名称 耐震重要度分類 荷重の組合せ 供用状態 

鉄セル（遮へい体及び

インナーボックス） 
Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ ＣＳ 

 

記号の説明 

Ｄ ： 死荷重 

Ｐｄ： 当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷重 

Ｍｄ： 当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＳＢ： B クラス設備に適用される静的地震力又は B クラス設備に適用される地震動により求ま

る地震力 

ＣＳ： 設計・規格 GNR-2110 に規定される状態に，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，及

び事故時に生じるそれぞれの荷重と，静的地震力を組み合せた状態をいう。 

 

(2) 設計用地震力 

応力解析に用いる入力地震力には，鉄セル（遮へい体及びインナーボックス）は剛構造(固有周期

0.05s 以下)であるため，表－3 に示す設計用震度(1.8Ci)を用いる。 

 

表－3 設計用震度 

 
設計用震度 

1.8Ci 

水平方向 0.36 

鉛直方向 ― 
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(3) 基礎ボルトの応力計算方法 

基礎ボルトの応力は，地震による引張応力とせん断応力について計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－2 応力計算モデル（長辺方向転倒モデル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－3 応力計算モデル（短辺方向転倒モデル） 

A 

A 

ℓ１ｊ 

ℓ１p 

ｍ・ｇ・ＣＨ 

ℓｇ１ 

A-A 矢視図 

基礎ボルト 
 

転倒支点 

ｈ ｍ・ｇ 

転倒方向 

ｈ 

ℓ
 
ｇ２ 

ｍ・ｇ 

A 

A 

ℓ２ｊ 

ℓ２ｋ 

ｍ・ｇ・ＣＨ 

A-A 矢視図 

基礎ボルト 
 

転倒支点 

転倒方向 
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1) 引張応力 

基礎ボルトに対する引張力は，図－2 及び図－3 で片側の列のボルトを支点とする転倒を考え，これ

を他方の列のボルトで受けるものとして計算する。 

 

a. 引張力 

 

Ｆｂ１＝                  

 

 
 

                    

 

Ｆｂ２＝ 

 

 

 

 

Ｆｂ＝ｍａｘ（Ｆｂ１，Ｆｂ２） 

 

b. 引張応力 

 

 

 

ここで， 

Ａｂ= 
π
4
・ｄ2  

 

2) せん断応力 

基礎ボルトに対するせん断力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

 

a. せん断力 

Ｑｂ= ｍ・ｇ・ＣＨ 

 

b. せん断応力 

  

 

 

  

ｊ=1

ｐ
 ｎｆ１ｊ・ℓ１ｊ

2 

{ｍ・ｇ・ＣＨ・ｈ－ｍ・ｇ・ℓｇ１}・ℓ１ｐ 

ｊ=1

 ｋ
 ｎｆ２ｊ・ℓ２ｊ

2  

{ｍ・ｇ・ＣＨ・ｈ－ｍ・ｇ・ℓｇ２}・ℓ２ｋ 

σｂ= Ｆｂ

Ａｂ
 

τｂ= 
Ｑｂ

Ａｂ・ｎ
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(4)  基礎ボルトの応力評価 

(3)項で求めた基礎ボルトの引張応力σｂは，次式より求めた許容引張応力ｆｔｓ以下であること。 

ただし，ｆｔｏは下表による。 

 

ｆｔｓ＝Min[1.4・ｆｔｏ-1.6τｂ，ｆｔｏ］ 

 

せん断応力τｂは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力ｆｓｂ以下であること。 

ただし，ｆｓｂは下表による。 

 

 許容引張応力ｆｔｏ 許容せん断応力ｆｓｂ 

計算式 
Ｆ

2
1.5 

Ｆ

1.5√3 1.5 

 

 

 

 
  



 

 
 

2.1.3 評価結果 

(1) 鉄セル（遮へい体） 
 
1) 条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
据付場所 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

高使用温度 

(℃) 

周囲環境温度 

(℃) 

鉄セル 

（遮へい体） 
Ｂ 

放射性物質 

分析・研究施設 

第 2 棟 1 階 

ＣＨ＝0.36 － 60 30 

 

2) 評価結果         (単位：MPa) 

部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト SS400 
引張 σb＝－注 fts＝175 

せん断 τb＝86 fsb＝135 

注：引張応力は作用しない。 

 

 すべて許容応力以下である。 
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(2) 鉄セル（インナーボックス） 

 
1) 条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
据付場所 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

高使用温度 

(℃) 

周囲環境温度 

(℃) 

鉄セル 

（インナーボックス） 
Ｂ 

放射性物質 

分析・研究施設 

第 2 棟 1 階 

ＣＨ＝0.36 － 60 30 

 

2) 評価結果         (単位：MPa) 

部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト SS400 
引張 σb＝－注 fts＝183 

せん断 τb＝5 fsb＝141 

注：引張応力は作用しない。 

 

 すべて許容応力以下である。 
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基礎ボルト

グローブボックス
本体

架台

2.2 グローブボックス 

2.2.1 一般事項 

本基本方針は，グローブボックス（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性についての計算方

法を示す。 

(1) 適用基準 

本基本方針における計算方法は，「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。 

 

(2) 計算条件 

1) グローブボックス（GB-No.1，2，3，4）の耐震評価は，基礎ボルトの応力について構造強度評価

を実施する。 

2) 許容応力の評価において設計・建設規格の付録材料図表を用いて計算する際に，評価条件の温度

が本図表に記載されている温度の中間値となる場合は，比例法を用いて計算する。ただし，比例

法を用いる場合の端数処理は，小数第１位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

3) 耐震計算モデルは 1 質点系とし，グローブボックス（GB-No.1，2，3，4）の重心位置に地震荷重

が作用する。 

4) 耐震計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－4 概要図 
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(3)  記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ 基礎ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 ― 

ｄ 基礎ボルトの呼び径 mm 

Ｆ 設計・建設規格 SSB-3133 に定める値 MPa 

Ｆｂ 基礎ボルトに作用する引張力（1 本当たり） N 

Ｆｂ１ 基礎ボルトに作用する引張力（1 本当たり）（長辺方向） N 

Ｆｂ2 基礎ボルトに作用する引張力（1 本当たり）（短辺方向） N 

ƒｓｂ せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 MPa 

ƒｔｏ 引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 MPa 

ƒｔｓ 引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 MPa 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ 据付面から重心までの距離 mm 

ℓｇ１ 重心と転倒支点間の距離（長辺方向） mm 

ℓｇ２ 重心と転倒支点間の距離（短辺方向） mm 

ℓ１ｊ 転倒支点と各基礎ボルトとの距離（長辺方向） mm 

ℓ２ｊ 転倒支点と各基礎ボルトとの距離（短辺方向） mm 

ℓ１ｐ 
支点としている基礎ボルトより 大引張応力がかかる基礎ボルト

までの距離（長辺方向） 
mm 

ℓ２ｋ 
支点としている基礎ボルトより 大引張応力がかかる基礎ボルト

までの距離（短辺方向） 
mm 

ｍ 機器の質量 kg 

ｎ 基礎ボルトの全本数 ― 

ｎｆ１ｊ 転倒支点からℓ1jの距離にある基礎ボルトの本数（長辺方向） ― 

ｎｆ２ｊ 転倒支点から ℓ2jの距離にある基礎ボルトの本数（短辺方向） ― 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 ― 

σｂ 基礎ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ 基礎ボルトに生じるせん断応力 MPa 
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2.2.2 計算方法 

(1) 荷重の組み合わせ及び許容応力 

グローブボックス（GB-No.1，2，3，4）の評価に用いる荷重の組合せ及び許容応力状態を表－4 に示

す。 

 

表－4 荷重の組合せ及び許容応力状態 

機器名称 耐震重要度分類 荷重の組合せ 供用状態 

グローブボックス

（GB-No.1，2，3，4） 
B D＋Pd＋Md＋SB CS 

 

記号の説明 

Ｄ ： 死荷重 

Ｐｄ： 当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷重 

Ｍｄ： 当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＳＢ： B クラス設備に適用される静的地震力又は B クラス設備に適用される地震動により求ま

る地震力 

ＣＳ： 設計・規格 GNR-2110 に規定される状態に，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，及

び事故時に生じるそれぞれの荷重と，静的地震力を組み合せた状態 

 

(2) 設計用地震力 

応力解析に用いる入力地震力には，グローブボックス（GB-No.1，2，3，4）は剛構造(固有周期 0.05s

以下)であるため，表－5に示す設計用震度(1.8Ci)を用いる。 

 

表－5 設計用震度 

 
設計用震度 

1.8Ci 

水平方向 0.36 

鉛直方向 ― 
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(3) 基礎ボルトの応力計算方法 

基礎ボルトの応力は，地震による引張応力とせん断応力について計算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－5 応力計算モデル（長辺方向転倒モデル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－6 応力計算モデル（短辺方向転倒モデル） 

  

A 

A 

ℓ１ｊ 
ℓ１ｐ 

ｍ・ｇ・ＣＨ 

ℓｇ１ 

A-A 矢視図 

基礎ボルト 
 

転倒支点 

ｈ ｍ・ｇ 

転倒方向 

ｈ 

ℓ
 
ｇ２ 

ｍ・ｇ 

A 

A 

ℓ２ｊ 

ℓ２ｋ 

ｍ・ｇ・ＣＨ 

A-A 矢視図 

基礎ボルト 
 

転倒支点 

転倒方向 
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1) 引張応力 

基礎ボルトに対する引張力は，図－5 及び図－6 で片側の列のボルトを支点とする転倒を考え，これ

を他方の列のボルトで受けるものとして計算する。 

 

a. 引張力 

 

Ｆｂ１＝                  

 

 
 

                    

 

Ｆｂ２＝ 

 

 

 

 

Ｆｂ＝ｍａｘ（Ｆｂ１，Ｆｂ２） 

 

b. 引張応力 

 

 

 

ここで， 

Ａｂ= 
π
4
・ｄ2  

 

2) せん断応力 

基礎ボルトに対するせん断力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

 

a. せん断力 

Ｑｂ= ｍ・ｇ・ＣＨ 

 

b. せん断応力 

 

・・・・・・・・・  

 

 

 

  

ｊ=1

ｐ
 ｎｆ１ｊ・ℓ１ｊ

2 

{ｍ・ｇ・ＣＨ・ｈ－ｍ・ｇ・ℓｇ１}・ℓ１ｐ 

ｊ=1

 ｋ
 ｎｆ２ｊ・ℓ２ｊ

2  

{ｍ・ｇ・ＣＨ・ｈ－ｍ・ｇ・ℓｇ２}・ℓ２ｋ 

σｂ= Ｆｂ

Ａｂ
 

τｂ= 
Ｑｂ

Ａｂ・ｎ
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(4) 基礎ボルトの応力評価 

(3)項で求めた基礎ボルトの引張応力σｂは，次式より求めた許容引張応力ｆｔｓ以下であること。 

ただし，ｆｔｏは下表による。 

 

ｆｔｓ＝Min[1.4・ｆｔｏ-1.6τｂ，ｆｔｏ］ 

 

せん断応力τｂは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力ｆｓｂ以下であること。 

ただし，ｆｓｂは下表による。 

 

 許容引張応力ｆｔｏ 許容せん断応力ｆｓｂ 

計算式 
Ｆ

2
1.5 

Ｆ

1.5√3 1.5 

 

 

 

 



 

 
 

2.2.3 評価結果 

(1) グローブボックス（GB-No.1，2，4） 

 

1) 条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
据付場所 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

高使用温度 

(℃) 

周囲環境温度 

(℃) 

グローブボックス 

（GB-No.1，2，4） 
Ｂ 

放射性物質 

分析・研究施設 

第 2 棟 1 階 

ＣＨ＝0.36 － 60 30 

 

2) 評価結果         (単位：MPa) 

部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト SS400 
引張 σb＝－注 fts＝183 

せん断 τb＝1 fsb＝141 

注：引張応力は作用しない。 

 

すべて許容応力以下である。 
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ｈ ｈ 



 

 
 

(2) グローブボックス（GB-No.3） 

 

1) 条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
据付場所 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

高使用温度 

(℃) 

周囲環境温度 

(℃) 

グローブボックス 

（GB-No.3） 
Ｂ 

放射性物質 

分析・研究施設 

第 2 棟 1 階 

ＣＨ＝0.36 － 60 30 

 

2) 評価結果         (単位：MPa) 

部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト SS400 
引張 σb＝－注 fts＝183 

せん断 τb＝2 fsb＝141 

注：引張応力は作用しない。 

 

すべて許容応力以下である。 
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原動機 
原動機取付ボルト 

ブロワー 基礎ボルト 

ブロワーベース 

基 礎 

軸直角方向 

ブロワーベース 

基礎ボルト 

ブロワー 

原動機取付ボルト 

原動機 

軸方向 軸中心 

基礎 

2.3 セル・グローブボックス用排風機 
2.3.1 一般事項 

本基本方針は，セル・グローブボックス用排風機（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性につ

いての計算方法を示す。 

(1) 適用基準 

本基本方針における計算方法は，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気協会電

気技術基準調査委員会  昭和 62 年 8 月）」に基づく。 

なお，耐震設計の手順は，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（日本電気協会電気技術

基準調査委員会  昭和 62 年 8 月）」に記載されている「6.6.3(3)a.ポンプ・ブロワー類」の図 6.6.3-45 

により行う。 

 

(2) 計算条件 

1) ブロワー及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

なお，全体的に一つの剛体とみなせるため，固有周期は十分に小さく，固有周期の計算は省略で

きる。 

2) 地震力はブロワーに対して水平方向から作用するものとし，鉛直方向の地震力は考慮しないも

のとする。 

3) ブロワーは基礎ボルトで基礎に固定された固定端とする。 

4) 転倒方向は図－7 概要図における軸直角方向及び軸方向について検討し，計算書には計算結果の

厳しい方を記載する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－7 概要図 
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(3) 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明 単 位 

Ａｂ i  ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

Ｃｐ ブロワー振動による震度 － 

ｄi ボルトの呼び径 mm 

Ｆｉ 設計・建設規格 SSB-3131 に定める値 MPa 

Ｆｂ i ボルトに作用する引張力（1 本当たり） N 

ƒ
ｓｂi せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 MPa 

ƒ
ｔｏi 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力 MPa 

ƒ
ｔｓi 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 MPa 

g 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

Ｈｐ ブロワー予想 大両振幅 μm 

ｈi 据付面又は取付面から重心までの距離 mm 

１i 重心とボルト間の水平方向距離＊ mm 

２i 重心とボルト間の水平方向距離＊ mm 

Ｍｐ ブロワー回転により作用するモーメント N･mm 

ｍi 運転時質量 kg 

Ｎｐ ブロワー回転速度 min-1 

ｎi ボルトの本数 － 

ｎｆ i 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 － 

Ｐ 原動機出力 kW 

Ｑｂ i ボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ i ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ i ボルトに生じるせん断応力 MPa 

注 1：Ａｂｉ，ｄｉ，Ｆｉ，Ｆｂｉ，ƒｓｂｉ，ƒｔｏｉ，ƒｔｓｉ，１ｉ，２ｉ，ｎｉ，ｎｆｉ，Ｑｂｉ， 

Ｓｕｉ，Ｓｙｉ，σｂｉ及び τｂｉの添字ｉの意味は，以下のとおりとする。 

 

ｉ＝1：ブロワー基礎ボルト（ブロワーと原動機のベースが共通である 

場合を含む。） 

注 2：ｈi及びｍiの添字ｉの意味は，以下のとおりとする。 
ｉ＝1：ブロワー据付面 

   注記＊：ℓ１i≦ℓ２i 
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2.3.2 計算方法 

(1) 固有周期の計算方法 

セル・グローブボックス用排風機は構造的に 1 個の大きなブロック状をしており，重心の位置がブロ

ック状のほぼ中心にあり，かつ，下面が基礎ボルトにて固定されている。 

したがって，全体的に一つの剛体とみなせるため，固有周期は十分に小さく，固有周期の計算は省

略する。 

 

(2) 応力の計算方法 

1) ボルトの応力 

ボルトの応力は地震による震度，ブロワー振動による震度及びブロワー回転により作用するモー

メントによって生じる引張力とせん断力について計算する。 

 

図 －8 計算モデル（軸直角方向転倒） 

 

 

  

1i 2i

転倒支点となる

ボルト列

引張を受ける

ボルト列
転倒支点となる
ボルト列

gmC ip ⋅⋅− )1(

11 21転倒支点

ｈ
1

gmCC ipH ⋅⋅+ )(

（1i≦2i)

（ℓ１i≦ℓ２i）

h
i

ℓ1i ℓ2i転倒支点
引張を受ける
ボルト列
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図 －9 計算モデル（軸方向転倒） 

 

a. 引張応力 

ボルトに対する引張力は も厳しい条件として，図－8 及び図－9 で 外列のボルトを支点と

する転倒を考え，これを片側の 外列のボルトで受けるものとして計算する。 

なお，ブロワーと原動機のベースが共通である場合の基礎ボルト及び計算モデル図－9 の場合

のボルトについては，ブロワー回転によるモーメントは作用しない。 

 

引 張力  

 

 

ℓ１ i  が 負と なる場合 ，(2.3.1)式中の（ 1－ Cｐ ）を（ 1＋ Cｐ ）に置き換 える 。  

 

こ こで，ブ ロワー回 転により 作用する モ－メント Mｐは 次式で求 める。  

・Ｐ・10
2・π・Ｎ

60
＝Ｍ 6

ｐ
ｐ 










    ······················· (2.3.2)  

 
ま た ， Cｐ は 振 動 によ る 振 幅及 び 回 転速 度 を 考慮 し て 定め る 値 で， 次 式 で 求

め る。  
2

ｐｐ

ｐ
・1000

60

Ｎ
 2・π・・

1000

Ｈ
・
2

1

＝Ｃ
g










    ························ (2.3.3)  
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引張応力 

 

ｂｉ

ｂｉ
ｂｉ

Ａ

Ｆ
＝σ     ············································· (2.3.4) 

ここで，ボルトの軸断面積Ａｂｉは 

2
ｉｂｉ ・ｄ

4

π
＝Ａ  ············································· (2.3.5) 

ただし，Ｆbｉが負のときボルトには引張力が生じないので，引張応力の計算は行わない。 

 

b. せん断応力 

ボルトに対するせん断力はボルト全本数で受けるものとして計算する。  

せん断力 

Ｑｂi＝(ＣＨ＋Ｃｐ)・ｍi・g  ·································· (2.3.6) 

せん断応力 

ｂｉｉ

ｂｉ

ｂｉ
・Ａｎ

Ｑ
＝τ   ································ (2.3.7) 

 

2.3.3  評価方法 

(1) 応力の評価 

1) ボルトの応力評価 

2.3.2 項で求めたボルトの引張応力σｂiは，次式より求めた許容引張応力ｆｔｓi 以下であること。 
ただし，ｆｔｏiは下表による。 

 

ｆｔｓi＝Min[1.4・ｆｔｏi-1.6τｂi，ｆｔｏi］ 

 

せん断応力τｂiは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力ｆｓｂi以下であること。 

ただし，ｆｓｂiは下表による。 

 

 許容引張応力ｆｔｏi 許容せん断応力ｆｓｂi 

計算式 
Ｆi
2

1.5 
Ｆi

1.5√3 1.5 

 

 



 

 
 

2.3.4 評価結果 

(1) セル・グローブボックス用排風機 A，B 

 

1) 条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
据付場所 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

ブロワー振動

による震度 

高使用温度 

(℃) 

周囲環境温度 

（℃） 

セル・グローブボックス用 
排風機 A，B 

Ｂ 

放射性物質 

分析・研究施設 

第 2 棟 地下 1 階 

ＣＨ＝0.36 － ＣP＝0.21 60 40 

 

2) 評価結果         (単位：MPa) 

部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト SS400 
引張 σb1＝－注 fts1＝170 

せん断 τb1＝4 fsb1＝131 

注：引張応力は作用しない。 

 

すべて許容応力以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1i 2i

転倒支点となる

ボルト列

引張を受ける

ボルト列
転倒支点となる
ボルト列

gmC ip ⋅⋅− )1(

11 21転倒支点

ｈ
1

gmCC ipH ⋅⋅+ )(

（1i≦2i)

（ℓ１i≦ℓ２i）

h
i

ℓ1i ℓ2i転倒支点
引張を受ける
ボルト列

Ⅱ
-2-48-添
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2.4 セル・グローブボックス用排気フィルタユニット 

2.4.1 一般事項 

本基本方針は，セル・グローブボックス用排気フィルタユニット（耐震設計上の重要度分類 B クラ

ス）の耐震性についての計算方法を示す。 

(1) 適用基準 

本基本方針における計算方法は，「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。 

 

(2) 計算条件 

1) セル・グローブボックス用排気フィルタユニット及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

なお，全体的に一つの剛体とみなせるため，固有周期は十分に小さく，固有周期の計算は省略で

きる。 

2) 地震力はセル・グローブボックス用排気フィルタユニットに対して水平方向から作用するもの

とし，鉛直方向の地震力は考慮しないものとする。 

3) セル・グローブボックス用排気フィルタユニットは基礎ボルトで基礎に固定された固定端とする。 

4) 基礎ボルトに生じる応力として地震動によるせん断応力と引張応力を算出する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－10 概要図 
  

フィルタユニット 

基礎ボルト 
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(3)  記号の説明 

記号 表示内容 単位 

Ab 基礎ボルト軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 - 

d 基礎ボルトの呼び径 mm 

F 設計・建設規格 SSB-3121.1（1）に定める値 MPa 

Fb 基礎ボルトに作用する引張力（1 本当たり） N 

fsb せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 MPa 

fto 引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 MPa 

fts 引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 MPa 

g 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

h 据付面から重心までの距離 mm 

ℓ1 重心と転倒支点間の距離 mm 

ℓ2 重心と転倒支点間の距離（ℓ1≦ℓ2） mm 

n 基礎ボルトの本数 - 

nt 引張力を受ける側の基礎ボルトの評価本数 - 

Qb 基礎ボルトに作用するせん断力 N 

ｍ 機器の質量 kg 

π 円周率 - 

σb 基礎ボルトに生じる引張応力 MPa 

τb 基礎ボルトに生じるせん断応力 MPa 
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2.4.2 計算方法 
(1) 固有周期の計算方法 

セル・グローブボックス用排気フィルタユニットは構造的に 1 個の大きなブロック状をしており，重

心の位置がブロック状のほぼ中心にあり，かつ，下面が基礎ボルトにて固定されている。 
したがって，全体的に一つの剛体とみなせるため，固有周期は十分に小さく，固有周期の計算は省略

する。 
  

(2) 応力計算方法 

1) 基礎ボルトの応力 

基礎ボルトに生じる応力は，地震動によるせん断応力と引張応力について計算する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－11 計算モデル（長手方向） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図－12 計算モデル（短手方向） 

  

ℓ2   ℓ1   

転 倒 方 
向 

h   

転倒支点  

転 倒 方 
向 

h   

転倒支点  
ℓ2   ℓ1   
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a. せん断応力 
基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 
せん断力（Ｑｂ） 

Ｑ
ｂ

= ｍ ∙Ｃ
Ｈ
∙ｇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2.4.1） 

 
せん断応力（τb） τｂ = Ｑ

ｂ

Ａ
ｂ
ｎ
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2.4.2) 

 
ここで，ボルトの軸断面積 Abは 

Ａ
ｂ

=
４
ｄ

２
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2.4.3) 

 
b. 引張応力 
基礎ボルトに対する引張力は， も厳しい条件として図－11，図－12 で基礎ボルトを支点とする

転倒を考え，これを片側のボルトで受けるものとして計算する。 
引張力（Fb） 

Ｆ
ｂ

= ｍｇＣ
Ｈ
ｈ ｍｇℓ

１

ｎ
ｔ

ℓ
１

ℓ
２

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2.4.4) 

 
引張応力（σb） σｂ = Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2.4.5) 

 
2.4.3 評価方法 
(1) 応力の評価 

1) 基礎ボルトの応力評価 
2.4.2 項で求めた基礎ボルトの引張応力σｂは，次式より求めた許容引張応力ｆｔｓ以下であるこ

と。ただし，ｆｔｏは下表による。 

 

ｆｔｓ＝Min[1.4・ｆｔｏ-1.6τｂ，ｆｔｏ］ 

 

せん断応力τｂは，せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力ｆｓｂ以下であること。 

ただし，ｆｓｂは下表による。 

 

 許容引張応力ｆｔｏ 許容せん断応力ｆｓｂ 

計算式 
Ｆ

2
1.5 

Ｆ

1.5√3 1.5 



 

 
 

2.4.4 評価結果 

(1) セル・グローブボックス用排気フィルタユニットA，B 

 

1) 条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
据付場所 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用温度 

(℃) 

周囲環境温度 

（℃） 

セル・グローブボックス用 

排気フィルタユニットA，B 
Ｂ 

放射性物質 

分析・研究施設 

第2棟 地下1階 

ＣＨ＝0.36 － 60 40 

 

2) 評価結果                   （単位：MPa） 

 

 

すべて許容応力以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト SS400 
引張 σb＝1 fts＝170 

せん断 τb＝6 fsb＝131 

Ⅱ
-2

-4
8

-添
2
2
-3

6
 

ｈ 

ℓ
２

 ℓ
１

 

ｍ・ｇ 

Ｃ
Ｈ
・ｍ・ｇ 

ℓ
１≦ℓ

２
 



 

 
 

(2) セル・グローブボックス用排気フィルタユニットC，D 

 

1) 条件 

機器名称 
耐震設計上の 

重要度分類 
据付場所 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用温度 

(℃) 

周囲環境温度 

（℃） 

セル・グローブボックス用 

排気フィルタユニットC，D 
Ｂ 

放射性物質 

分析・研究施設 

第2棟 地下1階 

ＣＨ＝0.36 － 60 40 

 

2) 評価結果                   （単位：MPa） 

 

 

すべて許容応力以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト SS400 
引張 σb＝3 fts＝170 

せん断 τb＝6 fsb＝131 

Ⅱ
-2

-4
8

-添
2
2
-3

7
 

ｈ 

ℓ
２

 ℓ
１

 

ｍ・ｇ 

Ｃ
Ｈ
・ｍ・ｇ 

ℓ
１≦ℓ

２
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2.5 主要排気管（鋼管） 

2.5.1 一般事項 

本基本方針は，主要排気管（鋼管）（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震性についての計算

方法を示す。 

(1) 適用基準 

本基本方針における計算方法は，「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。 

 

(2) 計算条件 

1) 鋼管の計算モデルは，図－13 に示す配管軸直角 2 方向拘束サポートにて支持される両端単純支持

はりとする。 

2) 鋼管の重量は，フランジ重量も含めて等分布荷重として扱う。 

 
 
 
 
 

 
図－13 等分布荷重 両端単純支持はりモデル 

 
2.5.2 B クラス主要排気管（鋼管）の支持間隔 

対象の主要排気管（鋼管）は B クラスであり，固有振動数ｆｄ＝20Ｈｚとし，固有振動数によって定ま

る支持間隔を算出する。この支持間隔について，地震動に対する発生応力を算出し，許容応力以下である

ことを確認する。 
 

主要排気管（鋼管）支持間隔は下式にて計算する。 

Ｌ = π
２ ∙ｆｄ

Ｅ ∙Ｉ ∙１０００

ｗ
 

 
ここで，     L ：支持間隔       [mm] 

fd ：固有振動数             [Hz] 
   Ｅ ：縦弾性係数      [N/mm2] 
   Ｉ ：断面 2 次モーメント           [mm4] 
   ｗ ：主要排気管（鋼管）の単位長さ当たりの質量 [kg/mm] 

     π ：円周率 
 
  

L 

 w 
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当該設備における主要排気管（鋼管）について，各種条件及び支持間隔の計算結果を表－6に示す。 

 

表－6 主要排気管（鋼管）の各種条件及び支持間隔の計算結果 

配管分類 主要排気管（鋼管） 

耐震クラス Ｂクラス 

設計温度 [℃] 60 

配管材料 SUS304 

配管口径 100A 125A 150A 200A 250A 350A 450A 600A 

Sch 10S 40 

設計圧力 [MPa] 0.0095 

配管支持間隔 [m] 3.9 4.3 4.7 5.3 6.0 6.8 7.7 8.9 

 
 

2.5.3 評価方法 
対象の主要排気管（鋼管）は，B クラスであり，JSME クラス外に分類されるため，クラス 4配管の規定

を準用する。  
応力算定式については下式で表される。また，許容制限については JEAC4601-2008 より，クラス 4 配管

は「地震時に機能が保たれるよう支持間隔を確保することとする」とあるため，弾性範囲の設計として許

容応力を 1.0Sy（Sy：降伏応力）にて算出する。 

 

  応力算定式：一次応力（膜+曲げ） 

Ｓ = ＰＤ
０

４ｔ
+ Ｍ

ａ
+ Ｍ

ｂ

Ｚ
 

（出典：JEAC4601-2008 (4.2.3.1-19)式に基づく） 

    Ｓ：発生応力   ＭＰａ 

Ｐ：設計圧力   ＭＰａ 

   Ｄ0：外径     ｍｍ 

ｔ：板厚     ｍｍ 

Ｍａ：自重によるモーメント Ｍａ = ｗ∙ｇ∙Ｌ２

８
    Ｎ・ｍｍ 

（出典：機械工学便覧 A4-29） 

Ｍｂ：地震によるモーメント Ｍｂ = Ｃ
ｈ
ｗ∙ｇ∙Ｌ２

８
   Ｎ・ｍｍ 

（出典：機械工学便覧 A4-29） 

Ｚ：断面係数   ｍｍ3 

Ｃｈ：水平震度   － 
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2.5.4 評価結果 

両端単純支持はりモデルで，剛構造となる配管支持間隔の条件にて各応力を計算した結果を表－7 に示

す。 

表－7 より，主要排気管（鋼管）は十分な強度を有していることを確認した。 

 

表－7 応力評価結果 

配管分類 主要排気管（鋼管） 

配管材料 SUS304 

配管口径 100A 125A 150A 200A 250A 350A 450A 600A 

Sch 10S 40 

設計圧力 [MPa] 0.0095 

内圧，自重，地震

による発生応力 

Ｓ ［MPa] 

8 8 8 8 8 8 8 8 

供用状態Ｃｓにお

ける一次応力 

許容値 [MPa] 

1.0Sy＝153 
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2.6 主要排気管（ダクト）の支持間隔 

2.6.1 一般事項 

本基本方針は，主要排気管（ダクト）（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震性についての計

算方法を示す。 

(1) 適用基準 

本基本方針における計算方法は，「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」に基づく。 

 

(2) 計算条件 

1) ダクトの直管部の支持間隔は，2.6.2項に示すダクト本体の強度に基づく計算式によって求める値

に，支持構造物の強度を考慮して決定する。 

2) ダクトの計算モデルは，図－14に示す両端単純支持はりとする。 

3) ダクトの重量は，フランジ重量も含めて等分布荷重として扱う。 

4) 主要なダクトは矩形断面の薄板構造である。このダクトの耐震支持間隔は，ダクトが薄板構造であ

ることを考慮した剛性評価及び座屈強度に基づき定める。 

5) 丸ダクトについては，矩形ダクトと比べ十分な剛性を有していることから評価は矩形ダクトで代

表する。 

 

図－14 等分布荷重 両端単純支持はりモデル 

 

2.6.2 Bクラス 主要排気管（ダクト）の支持間隔 

対象の主要排気管（ダクト）は Bクラスであり，（1）に示すダクト系の固有振動数が 20Hz以上として

定まる支持間隔と（2）に示す地震時の座屈による大変形を防ぐためダクト系に生じる曲げモーメントを

許容座屈曲げモーメント以下とする支持間隔のうち，いずれか小さい方の値以下として算定する。  

L 

 
w 
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(1) ダクト系の固有振動数から定まる支持間隔 

 

Ｌ
Ｒ１

= π
２ ∙ｆｄ

Ｅ ∙Ｉ ∙１０００

ｗ
 

 

Ｉ = β ∙ ｔ ∙ｂｅ
３

６
+ ａｅ ∙ｔ ∙ｂｅ

２

２
 

 

（出典：共同研究報告書 機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－15 ダクト断面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fd ： 固有振動数 （Ｈｚ） 

π ： 円周率 （－） 

ＬR1： 両端単純支持間隔 （ｍｍ） 

Ｅ ： 縦弾性係数 （Ｎ/ｍｍ2） 

Ｉ ： 断面二次モーメント   （ｍｍ4） 

w  ： ダクト単位長さ質量   （ｋｇ/ｍｍ） 

β ： 断面二次モーメントの安全係数    0.6 

ａ ： ダクト長辺寸法    （ｍｍ） 

ｂ ： ダクト短辺寸法    （ｍｍ） 

ａｅ： ダクトフランジの有効幅    （ｍｍ） 

ｂｅ： ダクトウェブの有効幅   （ｍｍ） 

ｔ ： ダクト板厚    （ｍｍ） 

ｔ 

ae/2 ae/2 

be/2 

be/2 

a 

b 
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(2) 許容座屈曲げモーメントから定まる支持間隔 

Ｌ
Ｒ２

= ８ ∙Ｍ
ｗ ∙ｇ ∙ α 

 
Ｍ = Ｓ ∙Ｍ

ｔ
 

 

Ｍ
ｔ

= λ ∙ π ∙ｔ ∙Ｉ
１− 𝜈２ ∙ｂ２

∙ Ｅ ∙ σｙ ∙ 𝛾 

 

Ｉ = ｔ ∙ｂ３

６
+ ａｅ ∙ｔ ∙ｂ２

２
 

 

（出典：共同研究報告書 機器配管系の合理的な耐震設計手法の確立に関する研究） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬR2 ： 許容座屈曲げモーメントから定まる支持間隔 （ｍｍ） 

Ｍ ： 許容座屈曲げモーメント    （Ｎ・ｍｍ） 

w  ： ダクト単位長さ質量        （ｋｇ/ｍｍ） 

ｇ ： 重力加速度（＝9.80665）     （ｍ/ｓ2） 

α ： 設計震度     （－） 

Ｓ ： 許容座屈曲げモーメントの安全係数 0.7 

Ｍt ： 座屈限界曲げモーメント （Ｎ・ｍｍ） 

λ ： 座屈限界曲げモーメントの補正係数    （－） 

π ： 円周率 （－） 

ｔ ： ダクト板厚         （ｍｍ） 

ｂ ： ダクト短辺寸法           （ｍｍ） 

Ｉ ： 断面二次モーメント        （ｍｍ4） 

Ｅ ： 縦弾性係数               （Ｎ/ｍｍ2） 

ａｅ： ダクトフランジの有効幅 （ｍｍ） 

γ ： 座屈限界曲げモーメントの安全係数 0.6 

ν ： ポアソン比     0.3 

σy ： 降伏点           （Ｎ/ｍｍ2） 
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(3) 評価結果 

当該設備における主要排気管（ダクト）について，各種条件及び支持間隔の計算結果を表－8 に示す。 

 

表－8 主要排気管（ダクト）における各種条件及び支持間隔の計算結果 

評価部材 主要排気管（ダクト） 

耐震クラス Ｂクラス 

材料 SS400 

設計温度 

［℃］ 
60 

寸法 

［mm］ 
559.0×559.0 659.0×659.0 706.4＊ 

板厚 

［mm］ 
4.5 4.5 3.2 

（1）ダクト系の固有振動数

より定まる支持間隔 

［m］ 

6.6 7.1 7.0 

（2）許容座屈曲げモーメン

トから定まる支持間隔 

［m］ 

57.8 55.3 42.2 

耐震支持間隔 

（＝Min[(1)，(2)］） 

［m］ 

6.6 7.1 7.0 

＊：寸法 706.4mm×706.4mm，板厚 3.2mm の矩形ダクトとして代表した支持間隔を示す。 
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添付資料－22 別添 

 

地震により機能が喪失した場合の放射線による公衆への影響評価 

 

1． 基本方針 

「使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の第九条（地震による損傷の防止）において

も，破損（機能喪失）による公衆への放射線影響の程度で，以下に示すクラス分類を行うよう求めている

ことから，放射性物質を内蔵している設備について地震により機能が喪失した場合に放出される放射線

による公衆への影響について評価する。 

  ・S クラスの判断基準：5mSv を超える場合 

  ・B クラスの判断基準：5mSv を超えない場合。50μSv 以下の場合は C クラスに分類できる。 

 

2． 機能喪失時の線量評価 

2.1 第 2 棟建屋（コンクリートセルを含む。） 

 ① 想定事象 

地震によりコンクリートセル及び建屋の閉じ込め機能が喪失することを想定する。 

 

② 放射性物質の放出経路 

コンクリートセルにて，切断時に発生する粉体（約 6.7×1012Bq）の 1％(1)（トリチウム，希ガス，

ヨウ素は 100％）が気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は，コンクリートセルから排気

系統を通じてではなく，直接，コンクリートセル周辺の室に放出され，さらに建屋から外部へ放出さ

れ地上放出によって敷地境界に達したと想定する。 

 

③ 除染係数 

コンクリートセル及び建屋について，損傷した場合の除染係数（DF）はそれぞれ 10 を考慮する
(2)。 

なお，気体状の放射性物質については，除染係数を考慮しない。 

 

④ 放出された放射能 

表－1 に，核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。 
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表－1 建屋外への放出量 

核種 放出量 (Bq) 
238Pu 4.7×107 
239Pu 3.4×106 

240Pu 6.1×106 

241Pu 4.7×108 

241Am 2.5×107 

242mAm 8.5×105 

244Cm 6.4×106 

その他 3.6×109 

合計 4.2×109 

 
⑤ 放射性物質の大気拡散 

1979 年 4 月から 1980 年 3 月までの 1 年間における気象データから，「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」に従い，地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果，

大となるのは第 2 棟から北東約 120m で 3.2×10-7 h/m3である。 

なお，実効放出継続時間は 1 時間とする。 

 
⑥ 線量評価結果 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被

ばく線量は約 1.1mSv であり，S クラスの判断基準である 5mSv を超えないことから Bクラスに該当す

る。 

 

2.2 鉄セル 

 ① 想定事象 

地震により鉄セル及び建屋の閉じ込め機能が喪失することを想定する。 

 

② 放射性物質の放出経路 

鉄セルでは，燃料デブリ等の切断は行わないが，保守的に取り扱う燃料デブリ等の全てが粉体化し

ているものとして，この粉体（約 1.7×1011Bq)の 1％(1)（トリチウム，希ガス，ヨウ素は 100％）が

気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は，鉄セルから排気系統を通じてではなく，直接，

鉄セル周辺の室に放出され，さらに建屋から外部へ放出され地上放出によって敷地境界に達したと

想定する。 

 

③ 除染係数 

鉄セルの除染係数（DF）は考慮せず，建屋については，損傷した場合の除染係数として 10 を考慮

する(2)。 

なお，気体状の放射性物質については，除染係数を考慮しない。 
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④ 放出された放射能 

表－2 に，核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。 

 

表－2 建屋外への放出量 

核種 放出量 (Bq) 
238Pu 1.2×107 
239Pu 8.4×105 
240Pu 1.5×106 
241Pu 1.2×108 
241Am 6.2×106 
242mAm 2.1×105 
244Cm 1.6×106 

その他 1.2×108 

合計 2.6×108 

 

⑤ 放射性物質の大気拡散 

1979 年 4 月から 1980 年 3 月までの 1 年間における気象データから，「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」に従い，地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果，

大となるのは第 2 棟から北東約 120m で 3.2×10-7 h/m3である。 

なお，実効放出継続時間は 1 時間とする。 

 

  ⑥ 線量評価結果 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被

ばく線量は約 2.7×10-1mSv であり，S クラスの判断基準である 5mSv を超えないことから B クラスに

該当する。 

 

2.3 グローブボックス及びフード 

① 想定事象 

地震によりグローブボックス（又はフード）及び建屋の閉じ込め機能が喪失することを想定する。 

 

② 放射性物質の放出経路 

グローブボックス（又はフード）では，燃料デブリ等の切断は行わないが，保守的に取り扱う燃料

デブリ等の全てが粉体化しているものとして，この粉体（約 1.7×107Bq)の 1％(1)（トリチウム，希

ガス，ヨウ素は 100％）が気相に移行すると仮定する。気相中の放射性物質は，グローブボックス（又

はフード）から排気系統を通じてではなく，直接，グローブボックス（又はフード）周辺の室に放出

され，さらに建屋から外部へ放出され地上放出によって敷地境界に達したと想定する。 

 

③ 除染係数 

グローブボックス（又はフード）の除染係数（DF）は考慮せず，建屋については，損傷した場合の

除染係数として 10 を考慮する(2)。 
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なお，気体状の放射性物質については，除染係数を考慮しない。 

 

④ 放出された放射能 

表－3 に，核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。 

表－3 建屋外への放出量 

核種 放出量 (Bq) 
238Pu 1.2×103 
239Pu 8.4×101 
240Pu 1.5×102 
241Pu 1.2×104 
241Am 6.2×102 
242mAm 2.1×101 
244Cm 1.6×102 

その他 1.2×104 

合計 2.6×104 

 

⑤ 放射性物質の大気拡散 

1979 年 4 月から 1980 年 3 月までの 1 年間における気象データから，「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」に従い，地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果，

大となるのは第 2 棟から北東約 120m で 3.2×10-7 h/m3である。 

なお，実効放出継続時間は 1 時間とする。 

 

⑥ 線量評価結果 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被

ばく線量は約 2.7×10-2μSv であり，50μSv を下回ることから C クラスに該当する。 

 

2.4 廃液受槽 

① 想定事象 

地震により廃液受槽（分析廃液受槽）及び建屋の閉じ込め機能が喪失することを想定する。 

 

② 放射性物質の放出経路 

分析廃液受槽が破損し，内蔵している放射性の液体廃棄物の全量（約 2.2×108Bq)が堰内に漏えい

するものとして，漏えいに伴い液体廃棄物中の放射性物質の一部が室内の気相に移行すると仮定す

る。気相中の放射性物質は，排気系統を通じてではなく，直接，建屋から外部へ放出され地上放出に

よって敷地境界に達したと想定する。 

なお，漏えいした溶液の気相への移行率は 0.02％(3)とした。 

 

③ 除染係数 

建屋については，損傷した場合の除染係数（DF）として 10 を考慮する(2)。 

なお，気体状の放射性物質については，除染係数を考慮しない。 
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 ④ 放出された放射能 

表－4 に，核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。 

 

表－4 建屋外への放出量 

核種 放出量 (Bq) 
238Pu 3.1×102 
239Pu 2.2×101 
240Pu 4.0×101 
241Pu 3.1×103 
241Am 1.7×102 
242mAm 5.6×100 
244Cm 4.3×101 

その他 1.2×104 

合計 1.5×104 

 

⑤ 放射性物質の大気拡散 

1979 年 4 月から 1980 年 3 月までの 1 年間における気象データから，「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」に従い，地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果，

大となるのは第 2 棟から北東約 120m で 3.2×10-7 h/m3である。 

なお，実効放出継続時間は 1 時間とする。 

 

  ⑥ 線量評価結果 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被

ばく線量は約 7.2×10-3μSv であり，50μSv を下回ることから C クラスに該当する。 

 

2.5 消火設備 

  ① 想定事象 

地震により消火設備の機能が喪失することを想定する。 

 

② 放射性物質の放出経路 

コンクリートセルにて，切断時に発生する粉体（約 6.7×1012Bq）について，切断時の飛散 1％(1)及

び火災に伴う飛散 0.6％(3)を合わせた 1.6％（トリチウム，希ガス，ヨウ素は 100％）が気相に移行

すると仮定する。気相中の放射性物質は，コンクリートセルから換気空調設備の排気フィルタを通じ

て，排気口から放出され敷地境界に達したと想定する。  

 

③ 除染係数 

排気フィルタは，高性能フィルタ 3段から構成される。高性能フィルタについては， も通過しや

すい粒子径において除染係数 103が確保できる(4)。 

1 段目の除染係数を 103，2 段目以降は保守的に 1段当たりの除染係数を 102とみなし，高性能フィ

ルタ 3 段の除染係数（DF）として 107を考慮する。 
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④ 放出された放射能 

表－5 に，核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。 

 

表－5 建屋外への放出量 

核種 放出量 (Bq) 
3H 3.3×108 

85Kr 3.2×109 
129I 1.9×105 
238Pu 7.5×102 
239Pu 5.4×101 
240Pu 9.7×101 
241Pu 7.5×103 
241Am 4.0×102 
244Cm 1.0×102 

その他 1.8×103 

合計 3.5×109 

 

⑤ 放射性物質の大気拡散 

1979 年 4 月から 1980 年 3 月までの 1 年間における気象データから，「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」に従い，排気口から放出され敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結

果， 大となるのは第 2 棟から北西約 260m で 1.2×10-8 h/m3である。 

なお，実効放出継続時間は 1 時間とする。 

 

 ⑥ 線量評価結果 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に求めた吸入摂取による内部被

ばく線量は約 1.2×10-3μSv であり，50μSv を下回ることから C クラスに該当する。 

 

3． 機能喪失時の線量評価結果 

表－6 に，機能喪失時の線量評価結果を示す。 

 

表－6 機能喪失時の線量評価 

設備 想定事象 線量の評価値 

第 2 棟建屋 

（コンクリートセル含む） 
閉じ込め機能喪失 1.1mSv ＜ 5mSv 

鉄セル 閉じ込め機能喪失 2.7×10-1mSv ＜ 5mSv 

グローブボックス， 

フード 
閉じ込め機能喪失 2.7×10-2μSv ＜ 50μSv 

廃液受槽 

（分析廃液受槽） 
閉じ込め機能喪失 7.2×10-3μSv ＜ 50μSv 

消火設備 消火機能喪失（火災） 1.2×10-3μSv ＜ 50μSv 
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4. まとめ 

機能喪失時の線量評価結果から，コンクリートセル及び鉄セルは，機能喪失を想定しても，公衆が被ば

くする線量が 5mSv 以下であり，B クラスとなる。 

グローブボックスについては，機能喪失を想定しても，公衆が被ばくする線量が 50μSv 以下であり C

クラスにもできるが，将来の機能拡張を考慮し，B クラス設計とする。フード及び廃液受槽は，機能喪失

を想定しても，公衆が被ばくする線量が 50μSv 以下であり，C クラスとなる。消火設備は，機能が喪失

した時に火災が発生する場合を想定しても，公衆が被ばくする線量が 50μSv 以下であり，C クラスとな

る。 

以上より，第 2 棟の耐震クラスは「使用許可基準規則」を考慮した設計になっている。 

 

5. 引用文献 

（1） 『ホットラボの設計と管理』, 日本原子力学会, 1976. 

（2） Elizabeth M.Flew,et al, 『Assessment of the Potential release of radioactivity from 

Installations at AERE ,Harwell.Imllcations for Emergency Planning』, International 

Atomic Energy Agency, IAEA-SM-119/7, 1969. 

（3） 『Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis Handbook』, NUREG/CR-6410, 1998 

（4） 『HEPA フィルタの捕集効率と除染係数』, 保健物理, 21, 1986, p.242. 
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添付資料－23 

第 2 棟の放射線を監視する設備の配置図 
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添付資料－24 

 

第 2 棟のセル等の放射性物質の閉じ込めについて 

 

1． 基本的な考え方 

セル等の放射性物質については，換気空調設備にてセル等の内部を負圧にすることで放射性物質を閉

じ込めることを基本とする（負圧維持による閉じ込め）。また，負圧維持が出来ない場合は，セル等の構

造*1により放射性物質を閉じ込める（セル等の構造による閉じ込め）。 

＊1：セル等，排気管（ダクト），フィルタ，弁 

 

2． 想定される事象に対する閉じ込めの考え方 

 想定される事象に対する閉じ込めの考え方は以下のとおり。また，表－1 に各事象に対する閉じ込めの

考え方を示す。 

 

① 通常運転時 

換気空調設備にてセル等の内部を負圧に維持することにより，放射性物質を閉じ込める。 

 

② 外部電源喪失時 

外部電源は 2 系統より受電しており，片系統のみの停電では第 2 棟の電源喪失は起きないため，セ

ル等の内部を負圧に維持することにより放射性物質を閉じ込める。2 系統ともに喪失した場合，予備

電源設備へ切り替えて給電し，セル等の内部を負圧に維持することにより放射性物質を閉じ込める。 

 

③ 火災発生時 

換気空調設備にてセル等の内部を負圧維持することにより放射性物質を閉じ込める。 

窒素ガス消火設備による消火時においても，同様に負圧を維持することにより放射性物質を閉じ込

める。 

 

④ 負圧維持に必要な設備の機能喪失時*2 

負圧維持に必要な設備の機能喪失時においては，給気フィルタと排気フィルタ間で放射性物質を閉

じ込める。さらに，フィルタからの放射性物質の放出を低減するために，セル等の直近の給排気ライ

ンに弁を設置し，閉止できる設計とする（セル等の構造による閉じ込め）。 

なお，負圧維持に必要な設備の機能喪失後に火災が発生した場合についても同様にセル等の構造に

より放射性物質を閉じ込める。 

   ＊2：電源喪失時，B クラス地震による Cクラス設備の損傷時等，排風機が機能しない場合 
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表－1 想定される事象に対する閉じ込めの考え方 
 

負圧維持による閉じ込め 構造による閉じ込め 

①通常運転時 〇 － 

②外部電源喪失時 〇 － 

③火災発生時 〇 － 

④負圧維持に必要な設備の機能喪失時 － 〇 

  

３． 負圧維持に必要な設備の機能喪失時の線量評価 

負圧維持に必要な設備の機能が喪失した場合，セル等の構造により放射性物質を閉じ込める。ここで

は，コンクリートセルの給気フィルタと排気フィルタ間で放射性物質を閉じ込めた場合にフィルタから

建屋外に放出される放射性物質による影響を保守的な条件の下で評価する。 

本評価での保守的な条件は，地震により電気設備及び消火設備が損傷し，負圧維持に必要な設備の機

能喪失後に火災が発生した場合を想定した。また，空気が逆流し，コンクリートセル内の全ての放射性

物質が除染係数(DF)の小さい給気側フィルタを通じてのみ，コンクリートセル外に放出されるものとし

て評価した。 

 

① 放射性物質の放出経路 

コンクリートセルにて，切断時に発生する粉体（約 6.7×1012Bq）について，切断時の飛散 1％(1)及び

火災に伴う飛散 0.6％(2)を合わせた 1.6％（トリチウム，希ガス，ヨウ素は 100％）が気相に移行する

と仮定する。気相中の放射性物質は，コンクリートセルの給気側フィルタのみを通じて，コンクリート

セル周辺の室に放出され，さらに建屋から外部へ放出され地上放出によって敷地境界に達したと想定

する。 

 

② 除染係数 

給気フィルタは，高性能フィルタ 1 段から構成される。高性能フィルタについては， も通過しや

すい粒子径において除染係数 103が確保できる(3)。以上より高性能フィルタの 1 段の除染係数（DF）

として 103を考慮する。建屋については，損傷した場合の除染係数（DF）として 10 を考慮する(4)。 

なお，気体状の放射性物質については，除染係数を考慮しない。 

 

③ 放出された放射能 

表－2 に，核種ごとの建屋外への放出量と合計値を示す。 
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表－2 建屋外への放出量 

核種 放出量 (Bq) 
238Pu 7.5×105 
239Pu 5.4×104 
240Pu 9.7×104 
241Pu 7.5×106 
241Am 4.0×105 
242mAm 1.4×104 
244Cm 1.0×105 

その他 3.5×109 

合計 3.5×109 

 

④ 放射性物質の大気拡散 

1979 年 4 月から 1980 年 3 月までの 1 年間における気象データから，「発電用原子炉施設の安全解析

に関する気象指針」に従い，地上放出によって敷地境界に達する場合の相対濃度を評価した結果， 大

となるのは第 2 棟から北東約 120m で 3.2×10-7 h/m3である。 

なお，実効放出継続時間は 1 時間とする。 

 

 ⑤ 線量評価結果 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を参考に保守的な条件の下で求めた吸入

摂取による内部被ばく線量は約 1.8×101μSv であり，公衆に影響を与える可能性は十分小さい。 
 

４．引用文献 

（1） 『ホットラボの設計と管理』, 日本原子力学会, 1976. 

（2） 『Nuclear Fuel Cycle Facility Accident Analysis Handbook』, NUREG/CR-6410, 1998 

（3） 『HEPA フィルタの捕集効率と除染係数』, 保健物理, 21, 1986, p.242. 

（4） Elizabeth M.Flew,et al, 『Assessment of the Potential release of radioactivity from 

Installations at AERE ,Harwell.Imllcations for Emergency Planning』, International Atomic 

Energy Agency, IAEA-SM-119/7, 1969. 
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添付資料－25 

 

第 2 棟で取り扱う燃料デブリ等，標準試料の量について 

 

第２棟で取り扱う燃料デブリ等，標準試料の量は以下のとおり。 

 

(1) 燃料デブリ等 

主な取扱場所 大取扱量 

コンクリートセル No.1～4 の合計 

試料ピット 

鉄セル 

分析室及びα・γ測定室の合計 

第 2 棟全体での 大取扱量は 135kg 

 

 

(2) 標準試料 

種類 主な取扱場所 大取扱量 

天然ウラン 分析室及びα・γ測定室 100mg 

未照射燃料（天然ウラン，

濃縮ウラン（濃縮度 20％未

満），プルトニウム及びこ

れらの化合物） 

コンクリートセル No.1～4 及び鉄セル  

233U 鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室 1mg 

242Pu 鉄セル並びに分析室及びα・γ測定室 1mg 
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添付資料－26 

 

第 2 棟に係る確認事項 

 

第 2 棟の建屋の工事に係る主要な確認事項を表－1 に示す。 

 

表－1 第 2 棟の建屋の工事に係る確認事項 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

遮へい機能 

材料確認 
コンクリートの乾燥単位容積

質量を確認する。 
2.1g/cm3以上であること。 

寸法確認 
遮へい部材の断面寸法を確認

する。 

遮へい部材の断面寸法が，実施計画に

記載されている寸法以上であること。 

構造強度 

基盤確認 
支持地盤の高さ，地質の状況

を確認する。 

実施計画に記載されている高さ以下で

あること。 

また，実施計画に記載の地質であるこ

と。 

材料確認 

構造体コンクリートの圧縮強

度を確認する。 

構造体コンクリートの圧縮強度が，実

施計画に記載されている設計基準強度

に対して，JASS 5N の基準を満足するこ

と。 

人工岩盤の圧縮強度を確認す

る。 

人工岩盤の圧縮強度が，実施計画に記

載されている設計基準強度以上である

こと。 

鉄筋の材質，強度，化学成分

を確認する。 
JIS G 3112 に適合すること。 

寸法確認 
構造体コンクリート部材の断

面寸法を確認する。 

構造体コンクリート部材の断面寸法

が，JASS 5N の基準を満足すること。 

据付確認 

鉄筋の本数又は間隔，径，継

手，定着，かぶり厚さを確認

する。 

鉄筋の本数又は間隔，径，継手，定着，

かぶり厚さが，JASS 5N の基準を満足す

ること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 
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第 2 棟の設備の工事に係る主要な確認事項を表－2～18 に示す。 

 

表－2 確認事項（コンクリートセル） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

漏えい防止 

材料確認 

実施計画に記載されているライ

ニングの材料であることを，材

料証明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

耐圧・漏えい 

確認 

試験圧力*1で一定時間保持した

後，試験圧力に耐えていること

を確認する。また，耐圧部から

の漏えいがないことを確認す

る。 

圧力に耐え，かつ構造物の有意な変

形がないこと。また，耐圧部から漏

えいがないこと。 

＊1：大気圧比較法による圧力 

 

表－3 確認事項（鉄セル（遮へい体，インナーボックス）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

遮へい 

機能*1 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている遮

へい体の厚さを確認する。 

実施計画に記載されている遮へい体

の厚さ以上であること。 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている主

要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

耐圧・漏えい 

確認*2 

試験圧力*3 で一定時間保持し

た後，試験圧力に耐えている

ことを確認する。また，耐圧部

からの漏えいがないことを確

認する。 

圧力に耐え，かつ構造物の有意な変

形がないこと。また，耐圧部から漏

えいがないこと。 

＊1：遮へい体のみ実施 

＊2：インナーボックスのみ実施 

＊3：大気圧比較法による圧力 
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表－4 確認事項（グローブボックス（GB-No.1，2，3，4）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている主

要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

耐圧・漏えい 

確認 

試験圧力*1 で一定時間保持し

た後，試験圧力に耐えている

ことを確認する。また，耐圧部

からの漏えいがないことを確

認する。 

圧力に耐え，かつ構造物の有意な変

形がないこと。また，耐圧部から漏

えいがないこと。 

＊1：大気圧比較法による圧力 

 

表－5 確認事項（フード） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

性能 運転性能確認 
運転状態にて開口部（1/2 開放

状態）の面速を確認する。 

実施計画に記載されている面速以上

であること。 
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表－6 確認事項（セル・グローブボックス用排風機 A，B） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている主

要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

性能 運転性能確認 

運転を行い，実施計画に記載

されている容量を満足するこ

とを確認する。また，異音，異

臭，振動の異常がないことを

確認する。 

実施計画に記載されている容量を満

足すること。また，異音，異臭，振動

の異常がないこと。 

運転中のセル・グローブボッ

クス用排風機が停止したとき

に，待機しているセル・グロー

ブボックス用排風機が起動す

ることを確認する。 

待機しているセル・グローブボックス

用排風機が起動すること。 

 

表－7 確認事項（フード用排風機，管理区域用排風機，管理区域用送風機） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

性能 運転性能確認 

運転を行い，実施計画に記載

されている容量を満足するこ

とを確認する。また，異音，異

臭，振動の異常がないことを

確認する。 

実施計画に記載されている容量を満

足すること。また，異音，異臭，振動

の異常がないこと。 

運転中のフード用排風機，管

理区域用排風機，管理区域用

送風機が停止したときに，待

機しているフード用排風機，

管理区域用排風機，管理区域

用送風機が起動することを確

認する。 

待機しているフード用排風機，管理区

域用排風機，管理区域用送風機が起動

すること。 

セル・グローブボックス用排

風機，フード用排風機及び管

理区域用排風機を停止させ，

管理区域用送風機が起動しな

いことを確認する。 

管理区域用送風機が起動しないこと。 
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表－8 確認事項（セル・グローブボックス用排気フィルタユニット A，B，C，D） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている主

要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

耐圧・漏えい 

確認 

高使用圧力の1.25倍以上に

加圧し，有意な変形がないこ

とを確認する。また，漏えいが

ないことを確認する。 

圧力に耐え，かつ構造物の変形がな

いこと。また，耐圧部から漏えいが

ないこと。 

性能 運転性能確認 

運転状態にてフィルタユニッ

トの容量を確認する。また，異

音，異臭，振動の異常がないこ

とを確認する。 

実施計画に記載されている容量を満

足すること。また，異音，異臭，振動

の異常がないこと。 

 

表－9 確認事項（フード用排気フィルタユニット，管理区域用排気フィルタユニット） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態につ

いて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されて

いること。 

性能 運転性能確認 

運転状態にてフィルタユニッ

トの容量を確認する。また，異

音，異臭，振動の異常がないこ

とを確認する。 

実施計画に記載されている容量を満

足すること。また，異音，異臭，振動

の異常がないこと。 
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表－10 確認事項（主要排気管） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証明

書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている主

要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

サポート支持間隔が定ピッチ

スパン法で算出した値以下で

あることを確認する。また，機

器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

サポート支持間隔が定ピッチスパン

法で算出した値以下であること。ま

た，実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

耐圧・漏えい 

確認 

高使用圧力の 1.25 倍以上に

加圧し，同圧力に耐え有意な変

形がないことを確認する。ま

た，漏えいがないことを確認す

る。 

圧力に耐え，かつ構造物の有意な変

形がないこと。また，耐圧部から漏

えいがないこと。 

 

表－11 確認事項（分析廃液受槽 A，B） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている主

要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置,据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

静水頭圧力で保持した後，同

圧力に耐え有意な変形がない

ことを確認する。また，耐圧部

からの漏えいがないことを確

認する。 

圧力に耐え，かつ有意な変形がないこ

と。また，耐圧部から漏えいがないこ

と。 

機能 警報確認 

液位「高高」側の信号により警

報が発生することを確認す

る。 

液位「高高」側の信号により警報が発

生すること。 
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表－12 確認事項（分析廃液移送ポンプ，分析廃液回収ポンプ，設備管理廃液移送ポンプ， 

設備管理廃液回収ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

性能 運転性能確認 

運転を行い，実施計画に記載

されている容量を満足するこ

とを確認する。また，異音，異

臭，振動の異常がないことを

確認する。 

実施計画に記載の容量を満足するこ

と。また，異音，異臭，振動の異常が

ないこと。 

 

表－13 確認事項（設備管理廃液受槽 A，B） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている主

要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置,据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

静水頭圧力で保持した後，同

圧力に耐え有意な変形がない

ことを確認する。また，耐圧部

からの漏えいがないことを確

認する。 

圧力に耐え，かつ有意な変形がないこ

と。また，耐圧部から漏えいがないこ

と。 

機能 警報確認 

液位「高高」側の信号により警

報が発生することを確認す

る。 

液位「高高」側の信号により警報が発

生すること。 

 

表－14 確認事項（漏えい検出装置及び警報装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されてい

ること。 

機能 
漏えい 

警報確認 

漏えい信号により警報が作動

することを確認する。 
警報が作動すること。 
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表－15 確認事項（液体廃棄物一時貯留設備の堰その他の設備） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

漏えい防止 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 

実施計画に記載されている堰

の高さ以上であることを確認

する。また，想定する 大の漏

えい量が堰内に確保できるこ

とを確認する。 

堰の高さが実施計画に記載されてい

る高さ以上であること。また，想定

する 大の漏えい量が確保できるこ

と。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
堰その他の設備の据付位置，

据付状態について確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されて

いること。 

 

表－16 確認事項（主要配管） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

実施計画に記載されている主

な材料であることを，材料証

明書等により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている主

要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

サポート支持間隔が定ピッチ

スパン法で算出した値以下で

あることを確認する。また，据

付位置，据付状態について確

認する。 

サポート支持間隔が定ピッチスパン

法で算出した値以下であること。ま

た，実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

高使用圧力の 1.5 倍に加圧

し，同圧力に耐え有意な変形

がないことを確認する。また，

耐圧部から漏えいがないこと

を確認する。*1 

圧力に耐え，かつ有意な変形がない

こと。また，耐圧部から漏えいがな

いこと。 

機能・性能 通水確認 
通水ができることを確認す

る。 
通水ができること。 

＊1： 高使用圧力の 1.5 倍をかけることが困難な個所については，放射線透過試験及び可能な限り高

い圧力で耐圧試験を行い，耐圧部からの漏えいがないことを確認したのち，代替検査として非破

壊検査(浸透探傷試験)で確認する。 
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表－17 確認事項（試料ピット） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

臨界管理 

寸法確認 

試料ピットの深さ，中心間距

離が，実施計画に記載されて

いる寸法以上であることを確

認する。また，試料ピットの径

が，実施計画に記載されてい

る寸法以下であることを確認

する。 

試料ピットの深さ，中心間距離が，

実施計画に記載されている寸法以

上であること。また，試料ピットの

径が実施計画に記載されている寸

法以下であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

 

表－18 確認事項（ダスト放射線モニタ，ガス放射線モニタ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されて

いること。 

機能 警報確認 
設定値通りに警報が作動する

ことを確認する。 
許容範囲内で警報が作動すること。 

性能 

線源校正確認 

標準線源を用いて基準計数率

を測定し，各検出器の校正が

正しいことを確認する。 

基準計数率に対する測定値が許容範

囲内であること。 

校正確認 
校正点の基準入力を与え，指

示値を確認する。 
指示値が許容範囲内であること。 

 

表－19 確認事項（γ 線エリアモニタ，中性子線エリアモニタ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されて

いること。 

機能 警報確認 
設定値通りに警報が作動する

ことを確認する。 
許容範囲内で警報が作動すること。 

性能 

線源校正確認 

標準線源を用いて線量当量率

を測定し，各検出器の校正が

正しいことを確認する。 

基準線量当量率に対する測定値が許

容範囲内であること。 

校正確認 
校正点の基準入力を与え，指

示値を確認する。 
指示値が許容範囲内であること。 
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表－20 確認事項（α/β 線ダストモニタ，β 線ダストモニタ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されて

いること。 

機能 警報確認 
設定値通りに警報が作動する

ことを確認する。 
許容範囲内で警報が作動すること。 

性能 

線源校正確認 

標準線源を用いて基準計数率

を測定し，各検出器の校正が

正しいことを確認する。 

基準計数率に対する測定値が許容範

囲内であること。 

校正確認 
校正点の基準入力を与え，指

示値を確認する。 
指示値が許容範囲内であること。 

 

表－21 確認事項（エアスニファ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付されて

いること。 
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第 2 棟の設備の溶接部に係る主要な確認事項を表－22 に示す。 

 

表－22 確認事項（主要排気管） 

〇コンクリートセル No.4 排気口からセル・グローブボックス用排気フィルタユニット C，D 入口まで

の外径 100 ㎜以上の主要排気管 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

溶接検査 

材料検査 

使用する材料が，JIS 規格等に適合

するものであり，溶接施工法の母材

の区分に適合することを材料証明

書等により確認する。 

使用する材料が，JIS 規格等に適合

するものであり，溶接施工法の母材

の区分に適合するものであること。 

開先検査 

開先面の溶接に悪影響を及ぼす欠

陥等がないことを確認する。また，

開先形状の管理が行われているこ

とを確認する。 

開先面の溶接に悪影響を及ぼす欠

陥等がないこと。また，開先形状の

管理が行われていること。 

溶接作業検査 

あらかじめ確認された溶接施工法

であることを確認する。また，溶接

士が保有する資格範囲内で溶接さ

れていることを確認する。 

あらかじめ確認された溶接施工法

であり，溶接士が保有する資格範囲

内で溶接されていること。 

非破壊試験 

溶接部について非破壊検査（浸透探

傷検査）を行い，その試験方法及び

結果が溶接規格等に適合するもの

であることを確認する。 

溶接部について非破壊検査（浸透探

傷検査）を行い，その試験方法及び

結果が溶接規格等に適合するもの

であること。 

耐圧・ 

漏えい検査 

高使用圧力の 1.25 倍の圧力で保

持した後，同圧力に耐え有意な変形

がないことを確認する。また，耐圧

部から漏えいがないことを確認す

る。 

圧力に耐え，かつ有意な変形がない

こと。また，耐圧部から漏えいがな

いこと。 

外観検査 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 
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